
全
乃
夫
局
、
。
ル

第
四
十
三
容

第
四
競

昭
和
六
十
年
三
月
護
行

春
秋
載
書
考

士
口

本

道

雅

序

論

第
一
章
『
左
惇
』
所
見
の
載
書
山

第
二
章
『
左
停
』
所
見
の
載
書
問

第
三
章

E
百
園
出
土
載
書

結

論

- 1ー

序

論

春
秋
時
代
の
多
様
な
人
的
結
合
開
係
、
或
い
は
祉
曾
的
秩
序
の
解
明
に
、

盟
替
の
定
義
的
説
明
を
古
文
献
に
求
め
る
と
、
『
瞳
記
』
曲
瞳
下
に
「
諸
侯
、
:
・
信
を
約
す
る
を
誓
と
日
う
。

あ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
盟
・
誓
を
封
概
念
と
し
て
説
明
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
術
語
と
し
て
の
巌
密
さ
を
絞
く
嫌
が
あ

「
約
信
」
な
る
要
件
は
「
盟
」
に
も
受
賞
す
る
筈
で
あ
る
し
、
ま
た
「
粒
牲
」
に
示
唆
さ
れ
る
、
契
約
を
維
持
す
べ
き
強
制
力
の
存
在
が
、

一
つ
の
端
緒
を
提
供
す
る
の
が
、

盟
性誓
立のな
TTぞる
ど 契

造型
と桑
田で
うあ

る。
と

る

605 
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め
側
に
も
嘗
然
言
及
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
貼
を
ふ
ま
え
、

ま
た
『
向
書
』
・
『
左
惇
』
な
ど
の
質
例
を
勘
案
し
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
盟
・

誓
及
び
そ
れ
ら
を
葎
言
し
た
盟
誓

な
る
術
語
を
以
下
の
如
く
定
義
し
た
い
。
ま
ず
、
衣
の
二
僚
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
盟
誓
と
稿
す
る
。

)
 

1
0
 

(
 

盟
書
に
於
て
は
、
複
数
の
嘗
事
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、

将
来
に
於
て
特
定
の
行
掃
を
な
し、

或
い
は
な
さ
ざ
る
こ
と
を
内
容
と
す

(1
)
 

る
契
約
係
項
が
、
宣
讃
さ
れ
る
。

盟
替
に
於
て
は
、
契
約
篠
項
に
違
反
す
る
者
に
射
す
る
制
裁
が
強
め
明
示
さ
れ
て
い
る
。
盟
誓
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
或
い
は
成
立
す

る
人
的
結
合
開
係
の
維
持
を
、
こ
の
制
裁
の
諜
告
が
、
嘗
事
者
に
強
制
す
る
の
で
あ
る
。

(乱)盟
誓
は
、
そ
の
強
制
力
た
る
制
裁
の
内
容
に
よ
っ
て
、
更
に
二
大
別
さ
れ
る
。

Lイ)

係
件
附
呪
誼
を
強
制
力
と
す
る
も
の
。

違
反
者
に
劃
す
る
特
定
の
神
格
の
制
裁
が
預
告
さ
れ
る
。

- 2 ー

係
件
附
刑
罰
の
汲
告
を
強
制
力
と
す
る
も
の
。
違
反
者
に
劃
す
る
直
接
の
物
理
的
制
裁
が
諜
告
さ
れ
る
。

本
稿
に
於
て
盟

・
菅
と
析
言
す
る
場
合
、
盟
と
は
先
の
定
義
に
於
け
る
盟
誓
の
う
ち
、
仰
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
指
し、

誓
と
は
、
『
向

(

2

)

 

書
』
の

「誓
」
を
典
型
と
看
倣
し
て
、
仙
刊
の
要
件
を
満
た
す
も
の
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

(
3〉

さ
て
、
春
秋
時
代
に
於
け
る
盟
誓
の
秩
序
維
持
機
能
は
先
撃
の
夙
に
指
摘
す
る
所
で
あ
る
。
う
ち
誓
に
就
い
て
は
、
特
定
の
契
約
保
項
を
刑

(ロ)
罰
の
汲
告
を
以
っ
て
強
制
す
る
、
と
い
う
誓
の
形
式
合
理
性
に
閲
し
て
、
戦
園
以
降
の
法
家
的
な
法
の
原
型
と
し
て
歴
史
的
に
位
置
附
け
る
試

(
4〉

み
が
な
さ
れ
て

い
る
。
か
か
る
研
究
は
、
春
秋

・
戦
園
の

い
わ
ば
連
繍
面
を
扱
っ

た
も
の
、
す
な
わ
ち
秦
漢
古
代
菅
園
の
成
立
過
程
な
る
中
園

古
代
史
撃
の
中
心
的
課
題
を
志
向
す
る
も
の
と
し
て
大
い
に
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
春
秋
時
代
其
自
盟
を
問
題
と
す
る
場
合
、

方
の
盟
に
劃
す
る
研
究
が
よ
り
強
く
要
請
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
盟
の
春
秋
時
代
に
於
け
る
盛
行
と
、
戦
園
以
降
の
そ
の
秩
序
維
持
機
能
の

急
速
な
喪
失
を
想
起
す
る
と、

'盟
は
、
春
秋

・
戦
闘
の
断
絶
面
を
代
表
す
る
も
の
と
な
り
、
こ
こ
に
春
秋
時
代
濁
自
の
論
理
を
闇
明
す
る
素
材

を
盟
に
求
め
る
べ
き
根
擦
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
盟
に
就
い
て
は
増
淵
龍
夫
氏
の
社
合
同
史
的
研
究
が
存
在
す
る
。
氏
に
於
て
盟
と
は
、

前
代



(

5

)

 

の
遺
制
と
し
て
嘗
時
に
残
存
し
て
い
た
一
般
的
な
鬼
神
信
仰
を
基
礎
に
、
人
聞
を
「
外
側
か
ら
結
び
つ
け
」
る
も
の
と
さ
れ
る
。
氏
の
定
義
に

於
け
る
盟
に
基
く
人
間
関
係
が
、
氏
の
所
謂
「
内
面
よ
り
結
び
つ
く
人
間
関
係
」
と
二
元
論
的
封
立
を
な
す
べ
く
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
が
、
我
々
が
か
か
る
二
元
論
的
封
立
を
超
歴
史
的
に
容
認
し
、
そ
の
整
方
を
固
定
し
て
し
ま
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
固
よ
り
安
嘗
で

は
な
い
。
か
か
る
劃
立
護
生
の
契
機
を
盟
自
睦
の
饗
容
を
手
掛
り
に
追
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
か
る
見
地
よ
り
、
本
稿
で
は
、
盟
の
契
約
文
書
た
る
裁
書
の
分
析
に
基
い
て
、
春
秋
時
代
に
於
け
る
盟
自
佳
、
及
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
嬰
容

の
諸
局
面
を
考
察
す
る
。
全
篇
の
構
成
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『
左
俸
』
所
見
の
載
書
を
そ
の
書
式
上
、

制
甲
型
裁
書
。
契
約
候
項
が
完
結
し
た
文
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
。

伺
乙
型
載
書
。
契
約
篠
項
が
篠
件
節
の
内
容
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
。

の
こ
類
に
分
か
ち
、
第
て
章
一
で
は
甲
型
載
書
の
、
第
二
一
章
一
で
は
乙
型
載
書
の
文
言
の
分
析
に
基
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
載
書
の
宜
讃
献
況
、
及
び

そ
れ
ぞ
れ
の
載
書
を
用
い
た
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
の
性
格
を
解
明
す
る
。
第
二
章
で
は
更
に
、
乙
型
載
書
を
用
い
る
盟
が
、
甲
型
載
書

- 3ー

の
存
在
を
前
提
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
第
三
一章一で
は
、
近
年
、
山
西
省
侯
馬
・
河
南
省
温
豚
で
出
土
し
た
春
秋
末
期
の
載

書
(
本
稿
で
は
以
下
「
耳
目
園
出
土
載
書
」
と
稽
す
る
〉
を
分
析
し
、
こ
れ
が
乙
型
載
書
よ
り
汲
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
最
後
に
、

結
論
で
は
、
甲
型
載
書
↓
乙
型
載
書
・
育
園
出
土
載
書
と
い
っ
た
載
書
の
書
式
上
の
饗
容
を
規
定
す
る
、
載
書
の
宣
誼
朕
況
の
麗
容
、
及
び
そ

の
載
書
を
用
い
た
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
の
蟹
容
を
確
認
し
、
更
に
こ
の
襲
容
過
程
か
ら
推
測
さ
れ
る
、
盟
の
前
提
と
な
る
べ
き
、
春
秋

時
代
の
よ
り
一
般
的
な
人
的
結
合
関
係
の
饗
容
、
乃
至
は
杜
舎
的
秩
序
の
饗
容
の
一
斑
を
展
墓
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
一
章

『
左
停
』
所
見
の
載
書

ω
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ま
ず
、
甲
型
載
書
の
基
本
的
な
書
式
を
確
認
す
る
。
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『
左
俸
』
所
見
の
載
書
の
う
ち
内
容
の
最
も
完
存
し
た
も
の
が
信
公
二
十
八
年

(以
下
億
二
十
八
の
如
く
略
記
す
る
)
の
宛
濃
の
盟
の
載
書
で
あ

る
。①

六
月
、

音
人、

街
侯
を
復
す
。
由
岡
武
子
、
街
人
と
宛
濃
に
盟
う
e

日
く
、
「
例
天
、
街
園
に
踊
す。

君
臣
協
わ
ず
、
以

っ
て
此
の
憂
に
及

ま
ね

べ
り
。
今
、
天
、
其
の
哀
を
誘
き
、
皆
降
心
し
て
以
っ
て
相
い
従
わ
し
む
。
居
る
者
有
ら
ざ
れ
ば
、
誰
か
祉
稜
を
守
ら
ん
。
行
く
者
有
ら

ざ
れ
ば
、
誰
か
牧
闘
を
汗
ら
ん
。
不
協
の
故
に
、
用
っ
て
昭
か
に
盟
を
爾
大
神
に
乞
い
、
以
っ
て
天
衷
を
誘
く
。

ω今
日
自
り
以
往
、
既

に
盟
う
の
後
、
行
く
者
は
其
の
力
を
保
む
無
く
、
居
る
者
は
其
の
罪
を
憧
る
る
無
か
れ
(
行
者
無
保
其
力
、
居
者
無
健
其
罪
)
。
例
此
の
盟
を

恥
え
て
以
っ
て
相
い
及
ぼ
す
こ
と
有
れ
ば
(
有
総
此
盟
、
以
相
及
也
)
、
明
一
紳
先
君
是
れ
糾
し
是
れ
極
せ
ん
」
と
。
園
人
、
此
の
盟
を
聞
く

や
、
而
る
後
試
せ
ず
。

川
仰
は
載
愛
国
全
鐙
の
序
章一。

こ
の
盟
を
行
な
う
に
至
っ
た
事
情
を
神
格
を
呼
出
し
て
博
告
す
る
鮮
で
あ
る
。
削
は
契
約
保
項
。

「無
」
な
る
助

僻
を
用
い
た
完
結
し
た
文
章
を
構
成
し
て
い
る
。
川
刊
は
篠
件
附
呪
詔
。
川
仰
を
受
け
て
改
め
て
提
示
さ
れ
た
「
有
総
此
盟
:
・
ι
な
る
僚
件
節
に
導

か
れ
て
「
明
神
先
君
」
以
下
の
呪
誼
が
提
示
さ
れ
る
。
以
下
、
契
約
係
項
が
完
結
し
た
文
一
章
を
構
成
す
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
載
書
を
甲
型

- 4 ー

裁
書
と
栴
す
る
。

裁
書
の
分
析
に
一
つ
の
指
擦
を
興
え
る
も
の
と
し
て
滋
賀
秀
三
氏
の
盟
・
誓
の
相
違
に
閲
す
る
定
義
が
あ
る
。
氏
は
、
単
濁
の
個
人
を
言
明

(
6〉

の
主
鐙
と
す
る
も
の
が
誓
で
あ
り
、
多
数
嘗
事
者
の
言
明
に
係
る
も
の
が
盟
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
氏
の
定
義
に
従
え
ば
、
盟
に
用
い
ら
れ
る

載
書
は
多
数
嘗
事
者
個
々
の
宣
讃
に
係
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
甲
型
載
書
一
般
に
安
嘗
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
左
傍
』

に
は
、
①
以
外
に
同
の
序
一章一
を
依
く
も
の
、
或
い
は

ωの
燦
件
附
呪
誼
を
も
歓
き
、
川
仰
の
契
約
後
項
の
部
分
の
み
を
保
存
す
る
甲
型
載
書
の
断

片
が
頻
見
す
る
。
以
下
併
わ
せ
て
便
宜
的
に
四
類
に
細
分
し
、
滋
賀
氏
の
見
解
を
手
掛
り
に
、
裁
書
の
宣
讃
獄
況
の
検
謹
を
行
な
う
。



←) 

第
一
類

契
約
保
項
に
「
我
」
・
「
爾
」
な
る
主
客
一
割
の
人
稿
代
名
調
が
用
い
ら
れ
た
も
の
を
第
一
類
と
稽
す
る
。

ま

こ

と

な

ん

じ

①
昔
、
我
が
先
君
(
鄭
)
桓
公
、
一
商
人
と
皆
、
周
自
り
出
ず
。
:
・
世
、
盟
普
有
り
て
以
っ
て
相
い
信
に
せ
り
。
日
く
、
「
爾
、
我
に
叛
く
無

か
れ
。
我
、
強
い
て
買
う
無
け
ん
。
匂
奪
す
る
或
る
早
砕
け
ん
。
爾
、
利
市
賓
賄
有
る
も
、
我
れ
輿
り
知
る
勿
ら
ん
」
と
。
此
の
質
誓
を
博

む
。
故
に
能
く
相
い
保
し
て
、
以
っ
て
今
に
至
る
。
(
昭
十
六
)

こ
の
事
例
で
「
我
」
は
鄭
恒
公
の
自
稿
。
「
爾
」
は
鄭
桓
公
が
鄭
の
一
商
人
を
指
し
て
か
く
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
載
書
を
主
客
の
立
場

(
7
)
 

を
代
え
て
宣
讃
し
た
の
で
は
意
味
を
成
さ
な
い
。
「
我
」
を
稽
す
る
主
盟
者
た
る
鄭
桓
公
の
車
濁
の
宣
誼
に
係
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、

あ
ざ
む

③
宋
及
び
楚
卒
ら
ぐ
。
華
元
、
質
と
信
用
る
。
盟
い
て
日
く
「
我
、
爾
を
詐
る
こ
と
無
か
ら
ん
。
爾
、
我
を
虞
く
こ
と
無
か
れ
」
と
。
(
宣
十

ち
か

④
鄭
伯
始
め
て
楚
に
朝
す
。
楚
子
、
之
に
金
を
賜
う
。
既
に
し
て
之
を
悔
い
、
之
と
盟
う
。

日
く
、
「
以
っ
て
兵
を
鋳
る
こ
と
無
か
れ
」
と
。

-5-

五
)
な
る
載
室
田
も
同
例
。
ま
た
代
名
詞
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、

放
に
以
っ
て
三
鍾
を
簿
れ
り
。
(
傍
十
八
)

こ
の
用
例
で
は
楚
王
が
鄭
伯
の
行
震
の
み
を
限
定
的
に
規
定
す
る
の
で
あ
り
、
主
盟
者
た
る
楚
王
単
濁
の
宣
讃
に
係
る
も
の
と
解
さ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。

口

第
二
類

主
盟
者
た
る
周
王
が
輿
盟
者
に
賜
わ
っ
た
ハ
「
賜
之
盟
」
)
と
表
現
さ
れ
る
盟
に
用
い
ら
れ
る
載
書
を
第
二
類
と
す
る
。

609 

⑤
昔
、
周
公
・
大
公
、
周
室
に
股
肱
と
し
て
、
成
王
を
爽
輔
す
。
成
王
、
之
を
務
し
て
、
之
に
盟
を
賜
い
て
(
賜
之
盟
〉
日
く
、
「
世
世
子
孫
、

相
い
害
う
こ
と
無
か
れ
」
と
。
(
億
二
十
六
)
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こ
れ
は
魯
の
大
夫
展
喜
が
魯
に
侵
入
し
た
斉
孝
公
を
、
往
古
の
成
王
の
賜
盟
を
根
援
に
諌
め
た
も
の
で
あ
る
。
斉
侯
の
「
魯
人
恐
る
る
乎
」

な
る
諮
問
に
、
展
喜
は
「
先
王
之
命
」
を
博
む
が
故
に
恐
れ
ぬ
、

と
封
え
て
こ
の
載
書
を
奉
げ
、
更
に
、
こ
の
載
書
を
傘
重
し
て
覇
業
を
成
し

た
斉
の
先
君
桓
公
を
稽
揚
し
、

山一旦
に
其
れ
世
を
嗣
ぎ
て
九
年
に
し
て
、

ム叩
を
棄
て
職
を
鹿
せ
ん
や
(
車
問
命
鹿
職
〉
。
其
れ
先
君
を
い
か
ん
。

な
る
魯
園
の
輿
論
を
紹
介
す
る
。
載
書
を

「
先
王
之
命
」
と
稿
し
、
そ
の
不
履
行
を

「
棄
命
」
と
稽
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ
事
例
を
『
園
語
』

魯
語
上
は
以
下
の
如
く
書
き
起
こ
す
。

土
日
者
、
成
王
、
我
が
先
君
周
公
及
び
斉
の
先
君
太
公
に
命
じ
て
日
く
、
:
・

『
左
停
』
に
「
賜
之
盟
」
と
作
る
も
の
を
『
園
語
』
で
は
「
命
」
と
表
現
す
る
。
同
じ
事
件
が
文
献
化
の
過
程
で
「
盟
」
或
い
は
「
命
」
と

相
互
代
替
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

「
賜
之
盟
」
と
あ
る
盟
の
契
約
係
項
は
『
向
書
』
の

「詰
」
に
近
い
性
格
を
有
し
、

ま
た
『
左
倖
』
襲
十
に
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そ
の
載
書
は
周
王
の
箪
溺
の
宣
讃
に
係
り
、
興
盟
者
に
於
け
る
片
務
的
な
契
約
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

@
昔
、
卒
王
東
遷
す
る
に
、
吾
が
七
姓
、

つ

ぶ

さ

そ

な

王
に
従
い
、
牲
用
備
に
具
わ
る
。

王
、
之
に
頼
り
て
、
之
に
辞
旋
の
盟
を
賜
い
、

日
く
、
「
世

世
職
を
失
う
こ
と
無
か
れ
」
と
。

と
あ
る
載
書
も
同
例
で
あ
る
。日

第

類

主
盟
者
た
る
覇
者
が
複
数
の
列
園
を
輿
盟
者
と
し
て
行
な
っ
た
盟
に
用
い
ら
れ
る
載
書
を
第
三
類
と
す
る
。
『
左
停
』
嚢
十
一
所
見
の
警
の

盟
の
載
書
は
そ
の
最
も
完
存
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
い
ら
ぎ

⑦
鄭
人
憧
れ
、
乃
ち
成
を
行
な
う
。
秋
、
七
月
、
事
に
同
盟
す
。
:
:
:
乃
ち
盟
う
。
載
書
に
日
く
、
「
倒
凡
そ
我
が
同
盟
よ
〈
凡
我
同
盟
)
、



み
の
り

た

〈
わ

ふ

さ

つ

み
ぴ

と

つ

み

ぴ
と

あ

わ

れ

年
を
萄
う
る
母
か
れ
。
利
を
翠
ぐ
母
か
れ
。
姦
を
保
す
る
母
か
れ
。
震
を
留
む
る
母
か
れ
、
災
患
を
救
い
、
繭
凱
を
悩
み
、
好
悪
を
同
じ

た
す

う
し
、
王
室
を
奨
け
よ
。
例
蕊
の
命
を
閉
す
こ
と
或
れ
ば
、
(
或
閉
廷
命
〉、
司
慣
司
盟
、
名
山
名
川
、
蓋
紳
重
紀
、
先
王
先
公
、
七
姓
十

う
し
な

た

お

二
園
の
組
、
明
神
之
を
極
し
、
其
の
民
を
失
い
、
命
を
陵
と
し
氏
を
亡
い
、
其
の
園
家
を
賠
さ
し
め
ん
」
と
。

川
仰
は
契
約
保
項
、

ωは
篠
件
附
呪
誼
で
あ
り
、
「
或
閉
革
命
」
は
①
の
「
有
総
此
盟
」
に
相
首
す
る
候
件
節
で
あ
る
。
ま
た
『
左
侍
』
億
二

十
八
に
は
音
文
公
を
主
盟
者
と
す
る
践
土
の
盟
の
載
書
が
み
え
る
。

た

す

そ

こ
な

@
美
亥
、
王
子
虎
、
諸
侯
に
王
庭
に
盟
う
。
要
言
し
て
日
く
、
「
刷
皆
、
王
室
を
奨
け
よ
。
相
い
害
う
こ
と
無
か
れ
。

ω此
の
盟
を
添
う
る

さ
い

わ

い

な

ん

じ

こ
と
有
れ
ば
(
有
稔
此
盟
〉
、
明
神
、
之
を
極
し
其
の
師
を
隊
と
し
、
克
く
園
に
昨
あ
る
こ
と
無
く
、
市
の
玄
孫
に
及
ぶ
ま
で
、
老
幼
有
る

無
か
ら
し
め
ん
」
と
。

③
を
一
見
す
る
と
主
盟
者
は
王
子
虎
の
如
く
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
王
官
を
殊
更
に
強
調
し
て
記
す
『
左
惇
』
の
書
法
で
あ
る
に
遁
ぎ
な
い
。

日
く
、
「
凡
そ
我
が
同
盟
よ
(
凡
我
同
盟
)
、
各
、
奮
職
を
復
せ
」
と
。
(
定
元
〉

か
〈
の
ど
と

⑬
菅
文
公
、
践
土
の
盟
を
篤
す
、
:
:
:
其
の
載
書
に
云
え
ら
く
「
王
若
く
日
く
『
膏
重
・
魯
申
・
衛
武
・
秦
甲
午
・
鄭
捷
・
膏
潜
・
宋
王

@
耳
目
文
公
、
践
土
の
盟
を
震
し
、
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践
土
の
盟
の
載
書
は
他
に

臣
・
菖
期
よ
』
と
。
」

(定
四
〉

の
二
僚
が
あ
る
。
@
J
⑩
を
も
と
に
践
土
の
盟
の
載
書
を
復
元
す
る
と
、
@
に
は
篠
件
附
呪
誼
(
川
W
〉
が
見
え
、
故
に
、
そ
の
直
前
の
契
約
係

項
の
一
部

(ω)
は
契
約
保
項
の
末
尾
と
な
る
。
ま
た
@
は
「
凡
我
同
盟
」
の
一
句
に
は
じ
ま
る
契
約
篠
項
の
一
部
で
あ
り
、
⑦
と
比
較
す
れ

ば
、
契
約
僚
項
の
冒
頭
た
る
を
知
る
。
ま
た
⑬
は
「
王
若
日
」
に
は
じ
ま
り
、
そ
の
直
後
に
菅
文
公
以
下
諸
侯
の
名
を
場
げ
る
。
こ
れ
は
西
周

時
代
の
「
官
職
車
服
策
命
形
式
金
文
」
に
定
型
的
に
見
ら
れ
る
文
言
で
あ
る
。
載
室
田
に
於
て
か
か
る
王
の
策
命
を
記
す
例
は
他
に
無
い
た
め
、

確
定
的
な
剣
断
は
下
し
難
い
が
、
載
書
全
世
の
序
章
に
麗
し
、
王
子
虎
の
停
達
に
係
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
覇
者
の
盟
の
載
書
と
し
て
は
、
他

611 
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⑪
私
、
費
侯
、
諸
侯
に
葵
丘
に
盟
う
。

日
く
「
凡
そ
我
が
同
盟
の
人
よ
(
凡
我
同
盟
之
人
〉
、
既
に
盟
う
の
後
、

言
、
好
に
開
せ
ん
」
と
。(閣情

九、、J

と
、
斉
桓
公
の
葵
丘
の
盟
の
載
書
の
契
約
係
項
の
冒
頭
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
以
上
の
葵
丘
の
盟
(
⑪
)
・
践
土
の
盟

(
@
J
⑪
)
・
事
の
盟
(
⑦
)
の
載
書
の
宣
讃
肢
況
を
衣
に
検
討
し
て
み
よ
う
。
そ
の
手
掛
り

と
な
る
の
が
、
こ
れ
ら
の
載
書
の
契
約
篠
項
の
回
目
頭
に
共
通
に
記
さ
れ
た
「
凡
我
同
盟
(
之
人
〉
」
な
る
文
言
で
あ
る
。
「九
我
:
:
:」

な
る
文

言
は
『
左
停
』
以
外
で
は
『
園
語
』
周
語
中
に
、

先
王
の
令
に
之
有
り
て
日
く
、
「
天
道
、
善
を
賞
し
、
淫
を
罰
す
。
故
に
凡
そ
我
が
造
園
よ
(
凡
我
造
園
〉
、
非
葬
に
従
う
無
か
れ
、
惜
淫

に
即
く
無
か
れ
、
:
:
:
」
と
。

と
あ
る
。
係
古
文
『
向
警
』
湯
詰
は
之
を
「
王
日
、
:
・
:
凡
我
造
邦
、
無
従
匪
券
、
無
即
惜
淫
、
:
:
:
」
と
作
る
が
、
偽
孔
俸
は
之
に
「
諸
侯
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を
戒
め
て
之
と
更
始
す
」
な
る
解
韓
を
施
す
。
要
す
る
に
戒
告
の
僻
で
あ
り
、
「
凡
我
:
:
:
」
と
は
「
我
」
な
る
領
格
を
提
示
す
る
戒
告
の
主

般
が
、
戒
告
の
劉
象
に
呼
掛
け
る
僻
と
な
る
。

「凡
我
:
:
:
」
の
か
か
る
解
韓
は
他
の
用
例
に
も
適
合
す
る
。
『
圏
一
也
巴
越
語
上
に
、

越
王
句
践
、
曾
稽
の
上
に
棲
む
。
乃
ち
三
軍
に
披
令
し
て
日
く
、

「九
そ
我
が
父
兄
昆
弟
及
び
園
子
姓
よ
、
能
く
寡
人
を
助
け
て
謀
り
て

呉
を
退
く
る
者
有
れ
ば
、
吾
れ
之
と
共
に
越
園
の
政
を
知
ら
ん
」
と
。

な
る
用
例
が
あ
る
が
、

こ
の
「
凡
我
:
・
:
」
も
越
王
の
呼
掛
け
の
鮮
と
な
る
。
ま
た
『
左
傍
』
嚢
十

一
に
は
、

菅
侯
、
叔
貯
を
し
て
諸
侯
に
告
げ
し
む
。
公
、
減
孫
柁
を
し
て
劃
え
し
め
て
日
く
「
凡
そ
我
が
同
盟
よ
(
凡
我
同
盟〉
、
小
園
罪
有
れ
ば
、

大
図
討
を
致
せ
。
有
し
く
も
以
っ
て
手
に
籍
く
こ
と
有
れ
ば
、
赦
宥
せ
.さ
る
こ
と
鮮
し
。
寡
君
、
命
を
聞
け
り
(
寡
君
閲
命
失
)
」
と
。

な
る
「
凡
我
同
盟
」
の
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
は

「
寡
君
聞
命
失
」
な
る
一

定
の
文
言
を
用
い
た
答
鼎
の
鮮
で
あ
る
。
そ
の
用
例
と
し
て
は
、

川
音
侯
、
之
を
許
し
、
叔
向
を
し
て
諸
侯
に
告
げ
し
む
。
公
、
子
服
恵
伯
を
し
て
針
え
し
め
て
臼
く
、
「
君
、
有
罪
を
舎
し
、
以
っ
て
小
園

を
靖
ん
ず
。
君
の
恵
な
り
。
寡
君
、
命
を
聞
け
り
・」
と
。
(
哀
二
十
五
)



M
W
叔
向
日
く
「
:
:
:
君
田
く
『
余
れ
必
ず
之
を
麿
せ
ん
』
と
。
何
の
斉
か
之
れ
有
ら
ん
。
唯
だ
君
、
之
を
園
れ
。
寡
君
、
命
を
聞
け
り
」

と
。
(
昭
十
一
二
)

一
見
し
て
分
明
な
こ
と
は
「
寡
君
聞
命
失
」
の
一
句
に
先
行
す
る
部
分
は
相
手
に
属
す
る
行
鴛
(
判
・
伺
〉
も
し
く
は
相
手
の

言
僻
を
復
唱
し
た
も
の
(
伺
)
で
あ
り
、
「
寡
君
聞
命
失
」
の
「
命
」
と
は
相
手
の
か
か
る
行
魚
を
指
す
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
嚢
十
一
の

(

8

)

 

「九
我
同
盟
」
以
下
の
部
分
は
、
覇
者
た
る
菅
侯
の
言
明
し
た
文
言
を
復
唱
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
ま
と
め
る

な
ど
が
あ
る
。

に
、
覇
者
の
盟
の
載
書
に
用
い
ら
れ
る
「
凡
我
同
盟
(
之
人
と
な
る
文
言
は
、
首
一
該
載
書
の
宣
讃
の
主
盟
で
あ
る
、
主
盟
者
た
る
覇
者
が
、

宣
讃
の
封
象
で
あ
る
輿
盟
者
た
る
諸
侯
に
射
し
て
用
い
る
呼
掛
け
の
辞
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
「
同
盟
(
之
人
と
な
る
輿
盟
者
の
綿
稽
に
「
我
」

な
る
領
格
を
附
し
う
る
主
践
は
覇
者
以
外
に
は
考
え
難
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

か
か
る
呼
掛
け
の
鮮
を
有
す
る
覇
者
の
盟
の
載
書

は
、
其
故
に
、
覇
者
に
の
み
限
定
さ
れ
た
宣
讃
に
係
る
も
の
と
な
る
。

か
か
る
見
解
の
傍
誼
と
し
て
若
干
附
記
し
た
い
。
ま
ず
、
践
土
の
盟
に
閲
し
て
『
左
停
』
嚢
二
十
五
に
は
、

-9-

城
濃
の
役
に
、
文
公
布
命
し
て
日
く

「各、

奮
職
を
復
せ
」
と
。

と
あ
り
、
@
の
文
言
の
一
一
部
を
引
い
て
「
命
」
と
稽
し
て
い
る
。
覇
者
を
主
盟
者
と
す
る
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
が
、
興
盟
者
た
る
諸
侯

に
は
「
命
」
つ
ま
り
片
務
的
契
約
と
解
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
葵
丘
の
盟
に
就
い
て
『
孟
子
』
告
子
下
に
は
、
⑪
の
文
言
に
五
僚
の

「
命
」
を
附
し
、

今
の
諸
侯
は
、
皆
、
此
の
五
禁
を
犯
す
、
放
に
日
く
「
今
の
諸
侯
は
五
覇
の
罪
人
な
り
」
と
。

と
論
じ
て
、
こ
の
「
命
」
を
「
五
禁
」
と
稿
す
る
。
ま
た
『
穀
梁
停
』
億
九
は
葵
丘
の
盟
の
記
事
と
し
て
、
『
孟
子
』
の
五
僚
の
「
命
」
を
更

に
要
約
し
た
よ
う
な
文
言
を
載
せ
、
「
萱
に
天
子
の
禁
を
明
ら
か
に
す
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
「
命
」
を
「
天
子
之
松
京
」
と
稽
し
て
い
る
。

戦
園
時
代
に
は
、
葵
丘
の
盟
に
於
け
る
契
約
僚
項
は
、
主
盟
者
た
る
費
桓
公
が
、
輿
盟
者
た
る
諸
侯
に
天
子
の
禁
令
を
宣
明
し
た
も
の
、
と
解
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さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
春
秋
時
代
に
於
け
る
覇
者
の
盟
の
性
格
の
一
斑
を
正
し
く
把
握
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
⑦
の
傑
件
附
呪
誼
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に
は
「
七
姓
十
二
園
之
租
」
な
る
神
格
が
呼
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
盟
に
は
都
合
十
三
園
が
興
っ
て
お
り
、
古
来
注
調
梓
家
の
論
争
を
招
い
て

き
た
。
こ
の
一
見
す
れ
ば
矛
盾
と
考
え
う
る
記
述
も
、
「
九
我
同
盟
」
に
は
じ
ま
る
契
約
係
項
を
有
す
る
載
書
が
、
覇
者
に
限
定
さ
れ
た
宣
誼

(
9
)
 

に
係
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
服
度
の
「
音
、
盟
を
主
る
、
自
ら
教
え
ず
」
(
『
春
秋
正
義
』
引
〉
な
る
見
解
に
従
っ
て
了
解
し
う
る
の
で
あ
る
。

伺

第
四
類

以
上
の
第
一

J
三
類
と
は
異
な
り
、
主
盟
者
か
ら
興
盟
者
へ
と
い
う
載
書
宜
讃
の
方
向
が
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
甲
型
載
書
を
第
四
類
と
す

る。
「
園
」
聞
の
盟
の
載
蓄
と
し
て
最
も
完
存
し
た
も
の
が
、
『
左
停
』
成
十
二
所
見
の
音
・
楚
が
宋
の
華
元
の
斡
旋
で
行
な
っ
た
所
謂
第
一
次
再

兵
の
盟
の
載
書
で
あ
る
。

あ
わ
れ

つ
ぶ
さ

⑫
炎
亥
、
宋
の
西
門
の
外
に
盟
う
。
日
く

「

ω凡
そ
菅
楚
、
戎
を
相
い
加
う
る
無
く
、
好
悪
之
を
同
じ
う
し
、
同
じ
く
吹
田
危
を
他
み
、
備
に

そ
こ
な

凶
患
を
救
え
。
若
し
楚
を
筈
う
も
の
有
れ
ば
、
則
ち
菅
、
之
を
伐
て
、
菅
に
在
り
で
は
、
楚
も
亦
た
む
く
の
如
く
せ
よ
(
若
有
害
楚
、
則
E
日

伐
之
、
在
菅
、
楚
亦
如
之
〉
、
交
賛
往
来
し
、
道
路
翠
ぐ
こ
と
無
か
れ
。
其
の
不
協
を
謀
り
て
、
不
庭
を
討
て
。
例
此
の
盟
を
添
う
る
こ
と
有

さ
い
わ
い

れ
ば
(
有
漁
此
盟
)
、
明
神
之
を
極
し
、
其
の
師
を
陵
と
し
、
克
く
園
に
昨
あ
る
こ
と
無
か
ら
し
め
ん
」
と
。
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勢
力
の
拾
抗
し
た
二

「
園
」
聞
の
盟
で
あ
る
貼
が
第
三
類
の
覇
者
の
盟
に
異
な
る
。
主
盟
者
と
し
て
の
覇
者
の
歓
如
は
載
書
の
内
容
に
も
反

映
さ
れ
て
い
る
。
⑫
の
契
約
機
項
に
は
「
若
有
害
楚
、
則
膏
伐
之
、
在
音
、
楚
亦
如
之
」
の
一
節
が
あ
り
、
主
盟
者
た
る
覇
者
と
興
盟
者
た
る

諸
侯
と
の
聞
に
は
み
ら
れ
ぬ
契
約
の
墜
務
性
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
其
故
に
こ
の
載
書
の
宣
讃
肢
況
は
、

載
書
の
文
言
か
ら
判
断
す
る

限
り
不
分
明
に
な
っ
て
し
ま
う
。
何
と
な
れ
ば
、
盟
の
嘗
事
者
た
る
音

・
楚
い
ず
れ
の
一
方
が
宣
讃
し
で
も
、
整
方
を
同
時
に
拘
束
し
う
る
文

言
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
其
放
に
、
こ
の
文
言
を
盟
の
嘗
事
者
が
個
々
に
宜
寵
し
た
、
と
考
え
る
必
然
性
は
な
く
な
る
。
『
左
俸
』
亥
二

十
所
見
の
黄
池
の
盟
の
載
書
、



⑬
黄
池
の
役
に
、
先
主
、
果
王
と
質
有
り
。

(
印
)

も
、
⑫
と
同
例
と
な
る
。

日
く
、
「
好
悪
之
を
同
じ
う
せ
よ
」
と
。

ま
た
一
章
一
頭
に
奉
げ
た
①
は
「
園
」
内
に
於
け
る
盟
の
載
書
で
あ
る
。
「
行
者
無
保
其
力
、
居
者
無
憧
其
罪
」
な
る
契
約
係
項
に
は
、
「
鉱
山
」
な

る
助
辞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
訓
讃
で
は
、
盟
の
嘗
事
者
の
う
ち
特
に
主
盟
者
の
み
が
宜
寵
す
る
も
の
と
し
て
、
「
無
」
を
禁
止
命
令

(
i
ナ
カ

レ
)
に
訓
じ
て
お
い
た
が
、
盟
の
嘗
事
者
が
こ
の
載
書
を
個
々
に
宣
寵
す
る
も
の
と
し
て
、
「
無
」
を
断
言

(
iナ
カ
ラ
ム
〉
に
訓
ず
る
可
能
性

も
、
載
書
の
文
言
其
自
瞳
に
考
察
を
限
定
す
る
と
、
否
定
し
難
く
な
る
。
但
し
、
①
で
は
載
書
の
記
録
の
直
後
に
「
園
人
、
此
の
盟
を
聞
く

や
、
而
る
後
試
せ
ず
」
と
あ
り
、
筒
武
子
が
主
盟
者
と
し
て
こ
の
載
書
を
宣
讃
し
、
興
盟
者
た
る
園
人
(
衡
人
)
は
そ
れ
を
「
聞
」
く
こ
と
に

(
日
)

よ
っ
て
盟
に
興
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
朕
況
が
、
「
園
」
内
に
於
け
る
甲
型
載
書
第
四
類
を
用
い
た
盟
に
一
般
的
に
安
嘗
す
る
と
す

れ
ば
、

か
か
る
載
書
を
盟
の
嘗
事
者
が
個
々
に
宣
讃
し
た
と
断
定
す
る
必
然
性
は
、
や
は
り
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
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以
上
、
甲
型
載
書
を
四
類
に
分
か
っ
て
分
析
し
た
。
以
下
に
そ
の
宣
讃
の
朕
況
を
手
掛
り
に
、
甲
型
載
書
の
文
書
と
し
て
の
性
格
、
及
び
甲

型
載
書
を
用
い
た
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
の
性
格
を
要
約
し
よ
う
。
先
ず
、
甲
型
載
書
は
、
大
卒
、
す
な
わ
ち
第
一

J
三
類
で
は
明
白

に
、
ま
た
第
四
類
で
は
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
、
盟
の
賞
事
者
の
う
ち
特
定
の
個
人
が
主
盟
者
と
な
り
、
車
濁
で
之
を
宣
讃
す
る
も
の
と
な

そ
の
契
約
係
項
は
、
宣
護
者
た
る
主
盟
者
に
と
っ
て
の
相
手
方
(
他
人
〉
と
な
る
輿
盟
者
の
行
震
の
規
定
が
不
可
依
の
要
素
と
な

る
。
故
に
、

る
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
甲
型
載
書
を
用
い
る
盟
は
、
主
盟
者
の
載
書
宣
誼
を
「
聞
」
く
こ
と
に
よ
っ
て
盟
に
関
わ
る
興
盟
者
に
劃
し
て
は
何
ら
の

機
能
を
も
果
た
し
え
ぬ
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
契
約
の
維
持
を
強
制
す
る
傑
件
附
呪
誼
の
性
格
も
自
ら
明
白
と
な
る
。
①
・
@
・

⑫
の
如
く
、
盟
の
嘗
事
者
修
一
方
の
義
務
が
契
約
係
項
に
明
示
さ
れ
て
い
る
、
む
し
ろ
例
外
的
な
場
合
、
呪
誼
は
載
書
の
宣
請
者
た
る
主
盟
者
自
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身
に
と
っ
て
は
自
己
呪
誼
と
な
り
、
興
盟
者
に
劃
し
て
は
他
人
呪
誼
と
な
る
。
し
か
し
、
主
盟
者
の
義
務
が
契
約
僚
項
に
特
に
明
示
さ
れ
ぬ
限

り
、
現
誼
は
、
主
盟
者
間
早
濁
の
載
書
宣
讃
に
よ
り
輿
盟
者
に
射
し
て
一
方
的
に
提
示
さ
れ
る
、
事
買
上
の
全
き
他
人
現
誼
と
な
る
の
で
あ
る
。
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要
す
る
に
、
甲
型
載
書
は
、
契
約
の
維
持
を
強
制
す
る
篠
件
附
呪
誼
に
、
主
盟
者
の
興
盟
者
に
劃
す
る
他
人
呪
誼
た
る
の
性
格
を
不
可
絞
の
要

件
と
す
る
載
書
で
あ
る
、

と
い
え
、

そ
の
甲
型
載
書
を
用
い
た
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
は
、
主
盟
者
が
篠
件
附
他
人
呪
誼
に
よ
っ
て
契
約

保
項
の
遁
守
を
興
盟
者
に
強
制
す
る
こ
と
を
不
可
倣
の
要
件
と
す
る
契
約
で
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

第
二
一章一

『
左
停
』
所
見
の
裁
書

ω

前
一章
一
で
は
契
約
保
項
が
完
結
し
た
文
一章
を
構
成
す
る
載
書
を
甲
型
載
書
と
稀
し
、

そ
の
分
析
を
行
な
っ
た
が
、
『
左
傍
』
に
は
「
所
(
而
)

:
:
:
者
、
有
如
〔
一
柳
格
〕
」
な
る
一
定
の
呪
誼
の
文
言
が
頻
見
す
る
。

「
所
;
:
:
者
」
或
い
は

「而
・
:
:
者
」
は
侠
件
節
を
構
成
す
る
懐
設
連
詞
で
あ
る
。
句
頭
に

「所
」
・
「
而
」
の
み
を
、

或
い
は
句
末
に

「者」

(

ロ

)

の
み
を
用
い
て
燦
件
節
を
構
成
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
燦
件
節
に
内
包
さ
れ
る
形
で
契
約
傑
項
が
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
「
有
如
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〔
神
格
〕
」
な
る
呪
誼
が
提
示
さ
れ
、
契
約
の
維
持
が
強
制
さ
れ
る
。

「
有
如
」
な
る
助
僻
其
自
瞳
の
正
確
な
意
味
に
就
い

て
は
、
諸
家
の
『
左

(
日
)

惇
』
注
離
の
中
で
か
な
り
の
混
乱
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
一
腰
、
「
有
背
棄
」
・
「
有
事
負
」
の
意
に
解
す
る
読
に
従
っ
て
お
く
。

以
下
に
こ
の
文
言
の
性
質
を
分
析
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
次
の
三
例
。

⑬
河
に
及
ぶ
。
子
犯
、
壁
を
以
っ

て
公
子
に
授
け
て
日
く
「
臣
、
鴎
維
を
負
い
、
君
に
従
い

て
天
下
を
巡
り
、
臣
の
罪
甚
だ
多
し
。
臣
だ
も

猶
お
之
を
知
る
。
而
る
を
況
ん
や
君
を
や
。
請
う
、
此
由
り
亡
げ
ん
」
と
。
公
子
日
く

「
所
し
男
氏
(
子
犯
〉
と
心
を
同
じ
く
せ
ざ
れ
者
、

⑮
察
侯
諦
り
、
漢
に
及
ぶ
。

白
水
の
如
き
有
ら
ん
(
所
不
興
男
氏
同
心
者
、
有
如
白
水
)
」
と
。
其
の
壁
を
河
に
投
ず
。
(
億
二
十
四
〉

玉
を
執
り
て
沈
め
て
目
く
「
余
れ
小
し
漢
を
済
り
て
南
す
る
こ
と
有
れ
和
、
大
川
の
若
き
有
ら
ん
(
余
所
有
済

漠
而
南
者
、
有
若
大
川
)
」
と
。
(
定
三
)

も

日

⑬
子
行
創
を
抽
き
、
臼
く
「
需
は
事
の
賊
な
り
。
誰
か
陳
宗
に
非
ざ
ら
ん
。
所
し
子
を
殺
さ
ざ
れ
者
、
陳
宗
の
如
き
有
ら
ん
(
所
不
殺
子
者
、

有
如
陳
宗
〉
」
と
。
(
亥
十
四
)



ま
ず
契
約
篠
項
に
就
い
て
。
こ
の
三
例
で
は
「
所
:
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
に
内
包
さ
れ
た
契
約
篠
項
は
、
い
づ
れ
も
宣
讃
者
自
身
の
行
震
に

限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
⑬
の
「
余
」
の
如
く
、
「
所
」
の
直
前
に
一
人
稀
代
名
詞
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
更
に
明
白
と
な
る
。
失
の
『
左

惇
』
昭
三
十
一
所
見
の
魯
昭
公
の
言
僻
は
⑮
の
類
例
で
あ
る
。

⑪
公
日
く
、
「
君
、
先
君
の
好
を
恵
顧
し
て
、
施
び
て
亡
人
に
及
ぼ
し
、
絡
に
鯖
り
て
宗
離
を
糞
除
し
て
以
っ
て
君
に
事
え
し
め
ん
と
す
。

則
ち
夫
の
人
を
見
る
能
わ
ず
。
己
れ
所
し
能
く
夫
の
人
を
見
れ
者
、
河
の
如
き
有
ら
ん
(
己
所
能
見
夫
人
者
、
有
如
河
)
」
と
。

こ
の
事
例
で
は
「
所
」
の
直
前
に
「
己
」
な
る
一
人
稽
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
「
所
:
:
:
者
」
以
外
に
今
一
つ
の
篠
件
節
が
用
い
ら
れ

る
用
例
が
あ
る
。

⑬
土
舎
酔
し
て
日
く
「
菅
人
は
虎
狼
な
り
。
若
し
其
の
言
に
背
け
ば
、
臣
死
し
、
妻
子
教
と
漏
り
て
、
君
に
盆
無
か
ら
ん
、
悔
ゆ
べ
か
ら
ざ

る
な
り
」
と
。
秦
伯
日
く
「
若
し
其
の
言
に
背
け
ば
、
(
若
背
其
言
)
、
所
し
爾
の
格
を
諦
さ
ざ
れ
者
、
河
の
如
き
有
ら
ん
(
所
不
鯖
爾
格
者
、

有
如
河
)
」
と
。
(
文
十
コ
一
)
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⑬
荷
僅
庫
症
し
て
市
慣
を
頭
に
生
ず
。
:
:
:
二
月
、
甲
賞
、
卒
す
。
而
る
に
、
視
る
。
含
す
べ
か
ら
.
す
。
:
:
:
捷
懐
子
日
く
「
其
れ
未
だ
事
を

日
く
「
主
有
し
終
れ
ば
〈
主
荷
終
〉
、
所
し
事
を
買
に
嗣
が
ざ
れ
者
、
河
の

斉
に
卒
え
ざ
る
震
の
故
な
ら
ん
」
と
。
乃
ち
復
た
之
を
撫
す
。

如
き
有
ら
ん
〈
所
不
嗣
事
子
斉
者
、
有
如
河
〉
」
と
。
乃
ち
膜
し
て
含
を
受
く
。
(
裏
十
九
〉

@
初
め
、
斐
豹
は
隷
な
り
。
丹
書
に
著
さ
る
。
饗
氏
の
力
臣
、
督
戎
と
日
う
、
園
人
之
を
悟
る
。
斐
豹
、
宣
子
に
調
い
て
日
く
、
「
萄
し
丹

書
を
焚
け
ば
、
我
れ
督
戎
を
殺
さ
ん
」
と
。
宣
子
喜
ぶ
。
日
く
「
而
、
之
を
殺
せ
ば
(
而
殺
之
〉
、
所
し
君
に
請
い
て
丹
書
を
焚
か
ざ
れ

者
、
日
の
加
き
有
ら
ん
(
所
不
詩
於
君
焚
丹
書
者
、
有
如
日
:
:
:
)
」
と
。
(
裏
二
十
三
)

⑬
t
@
の
「
所
:
:
:
者
」
な
る
候
件
節
を
含
む
文
言
は
、
⑬
は
秦
伯
、
⑬
は
襲
懐
子
、
@
は
花
宣
子
が
之
を
宣
譲
し
て
い
る
が
、
各
々
の
文

言
に
は
⑮
「
若
背
其
言
」
⑬
「
主
有
終
」
、
@
「
而
殺
之
」
と
「
所
:
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
以
外
に
今
一
つ
の
篠
件
節
が
存
在
し
、
各
々
⑬
E
閏
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人
、
⑮
荷
僅

(
U主〉、

@
斐
豹
〈
U
而
〉
の
行
震
を
偲
設
し
た
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
文
言
の
宣
讃
者
た
る
自
己
以
外
の
他
人
の
行
震
は
、
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「
所
:
:
:
者
」
な
る
保
件
節
の
外
に
巌
密
に
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
「
所
:
:
:
者
」
な
る
文
言
は
、
宣
誼
者
が

自
己
の
行
震
に
限
定
し
て
偲
設
す
ベ
く
使
用
す
る
も
の
と
な
る
。

次
に
宣
讃
の
朕
況
。
@
・
⑬
・
⑬
J
@
の
事
例
で
は
、
宣
調
者
が
特
定
の
相
手
を
目
前
に
し
、

そ
の
相
手
を
劃
象
と
す
る
自
己
の
行
局
を
内

容
と
す
る
契
約
保
項
を

「
所
:
:
:
者
」
な
る
候
件
節
を
用
い
て
限
設
し
、
そ
の
候
件
節
に
導
か
れ
る
形
で
神
格
を
呼
出
し
て
自
己
呪
誼
を
行
な

い
、
契
約
の
遵
守
を
自
己
に
強
制
し
て
い
る
。

⑬

「
子
」
・
⑬
「
爾
」
・
⑬
「
主
」
・
@
「
而
」
な
ど
篠
件
節
「
所
:
:
:
者
」
を
含
む
宣
誼
さ
れ

か
か
る
相
手
の
存
在
を
明
確
に
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
所
:
:
・
者
、
有
如
:
:
:
」

な
る
文
言
は
、
宣
讃
者
た
る
主
盟
者
に
射
し
て
他
人
と
な
る
興
盟
者
の
存
在
を
不
可
絞
の
要
件
と
す
る
甲
型
裁
量
日
と
は
異
な
り
、
そ
の
契
約
係

た
文
言
中
に
見
ら
れ
る
二
人
稿
の
存
在
は
、

項
の
内
容
が
自
己
の
行
痛
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
⑭

・
⑮

・
⑮
J
@
の
事
例
の
如
き
相
手
の
存
在
を
必
ず
し
も
要
件
と
し
な
い
の
で
あ

る
。
⑪
に
於
て
、
亡
命
中
の
魯
昭
公
が
仮
設
す
る
、
「
見
夫
人
」
な
る
自
己
の
行
震
の
劃
象
と
な
る
「
夫
人
」
と
は
昭
公
を
亡
命
に
至
ら
し
め

た
季
卒
子
で
あ
り
、
嘗
然
臨
場
し
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
更
に
⑮
に
至
っ
て
は
、
奈
侯
の
「
済
漠
而
南
」
な
る
行
魚
の
及
ぶ
べ
き
劃
象
は
、
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寅
に
、
自
己
呪
誼
の
た
め
呼
出
さ
れ
る
神
格
と
し
て
の
漢
水

(
U大
川
)
に

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
所
・:
:
者
、
有
如
:
:
:
」
な

る
文
言
は
、
相
手
の
存
在
の
有
無
に
開
ら
ず
使
用
さ
れ
う
る
と
い
う
貼
を
考
え
れ
ば
、
本
質
的
に
は
そ
の
宣
讃
者
が
自
己
の
決
意
を
自
己
呪
誼

に
よ
っ
て
自
己
に
強
制
す
る
、
紳
格
と
自
己
の
存
在
の
み
を
最
低
限
の
要
件
と
す
る
契
約
行
震
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知
る
。

「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
:
・
」
な
る
文
言
の
か
か
る
性
格
を
知
れ
ば
、
『
左
停
』
定
六
所
見
の
衣
の
記
事
の
も
つ
意
味
も
容
易
に
了
解
で
き
る
。

@
孟
孫
、
房
外
に
立
つ
。
活
献
子
に
調
い
て
臼
く
、「
同
陽
虎
若
し
魯
に
居
る
能
わ
ず
し
て
、
肩
を
晋
に
息
わ
ば
(
陽
虎
若
不
能
居
魯
、
而
息
肩

於
耳目)
、

ω所
し
以
っ
て
中
軍
司
馬
と
痛
さ
ざ
れ
者
、
先
君
の
如
き
有
ら
ん
ハ
所
不
以
篤
中
軍
司
馬
者
、
有
如
先
君
〉
」
と
。

『舎
筆
』
の
読
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
言
の
宣
韻
に
は
以
下
の
如
き
事
情
が
介
在
す
る
。
嘗
時
、
魯
園
で
は
、
季
氏
の
家
宰
陽
虎
の
僅
頭
が
著

し
く
、
魯
定
公
が
菅
に
朝
し
た
際
、
介
た
る
孟
蕗
子
は
陽
虎
の
弊
を
奮
の
卿
た
る
花
献
子
に
停
え
ん
と
し
た
。

し
か
し
、

そ
れ
を
直
言
す
る
を

は
ば
か
り
、

か
か
る
特
殊
な
文
言
を
用
い
て
腕
曲
に
一
意
を
停
え
た
の
だ
、
と
さ
れ
る
。

」
の
文
言
の
み
孤
立
さ
せ
て
考
え
る
と
、
制
は
陽
虎
の



行
魚
、
一
す
な
わ
ち
彼
が
魯
か
ら
膏
へ
亡
命
し
た
場
合
を
骸
設
し
、
川
仰
は
そ
の
陽
虎
の
膏
に
於
け
る
待
遇
を
俵
設
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
膏
の
執

政
者
以
外
の
行
震
で
は
あ
り
え
な
い
。

つ
ま
り
、
既
に
見
た
「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
:
:
」
な
る
文
言
の
性
格
を
想
起
す
れ
ば
、
こ
の
文
言
は
、

膏
の
執
政
者
が
自
己
の
陽
虎
に
劃
す
る
待
遇
を
契
約
僚
項
と
し
、
菅
の
先
君
を
呼
出
す
自
己
呪
誼
に
よ
っ
て
契
約
の
遵
守
を
自
己
に
強
制
す
る

も
の
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
活
献
子
は
貫
に
自
己
の
目
前
で
か
か
る
文
言
を
孟
蕗
子
に
宣
讃
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
分
が
貫
際
に
か
か

あ
文
言
を
用
い
て
自
己
呪
誼
を
行
な
っ
た
と
同
じ
数
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
る
。
「
相
手
の
自
己
呪
誼
を
代
寵
す
る
、
と
い
う
形
式
を
以
っ

て
賓
質
的
に
は
自
己
の
願
墓
を
相
手
に
強
要
す
る
」
と
い
っ
た
一
種
の
契
約
の
形
式
を
敢
て
と
る
こ
と
で
、
孟
蕗
子
は
直
言
を
巧
み
に
回
避
し

(
M
H
〉

つ
つ
自
己
の
一
意
圃
を
布
献
子
に
強
く
印
象
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

き
て
、
『
左
停
』
に
は
こ
の
「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
:
:
」
な
る
文
言
を
用
い
て
行
な
わ
れ
た
盟
の
載
書
が
若
干
例
存
在
す
る
。
以
下
、
こ
の

載
書
を
乙
型
載
書
と
稿
し
、
そ
の
検
討
を
行
な
う
c

ち
か

⑫
中
十
一
月
、
己
亥
、
蔵
に
同
盟
す
。
鄭
服
す
れ
ば
な
り
。
賂
に
盟
わ
ん
と
す
。
鄭
の
六
卿
、
公
子
酔
・
公
子
護
・
公
子
嘉
・
公
孫
輔
・
公
孫

、直
・
公
孫
合
之
、
及
び
其
の
夫
夫
・
門
子
、
皆
、
鄭
伯
に
従
う
。
菅
の
士
荘
子
、
載
書
を
焦
る
。
日
く
、
「
今
日
既
に
盟
い
て
自
り
の
後
、

例
鄭
園
而
し
慢
だ
呂
田
の
命
の
み
を
是
れ
聴
か
ず
、
而
し
て
異
志
有
る
こ
と
或
れ
者
、
此
の
盟
の
如
、
き
有
ら
ん
(
節
園
而
不
唯
菅
命
是
聴
、
而

或
有
異
志
者
、
有
如
此
盟
〉
」
と
。
公
子
時
町
趨
進
じ
て
、
日
く
「
:
:
:
今
日
既
に
盟
い
て
自
り
の
後
、
仙
川
鄭
園
而
し
唯
だ
瞳
と
彊
と
有
り
て

以
っ
て
民
を
町
う
べ
き
者
に
の
み
是
れ
従
わ
ず
、
恥
し
て
敢
て
異
志
有
れ
者
、
亦
た
之
の
如
し
。
(
鄭
園
而
不
唯
有
櫨
輿
彊
可
以
庇
民
者
是
従
、
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而
敢
有
異
志
者
、
亦
如
之
)
」
と
。
荷
僅
日
く
、
「
載
書
を
改
め
よ
」
と
。
公
孫
合
之
日
く
「
大
紳
に
昭
し
て
要
言
せ
り
〈
昭
大
神
要
言
駕
〉
。
若

し
改
む
べ
く
ん
ば
、
大
圏
も
亦
た
叛
く
べ
き
な
り
」
と
。
〈
裏
九
)

F@
夏
、
公
、
費
侯
に
祝
其
に
舎
す
。
:
:
:
絡
に
盟
わ
ん
と
す
。
費
人
、
載
書
に
加
え
て
(
加
於
載
書
)
日
く
、
「
例
措
円
師
、
寛
を
酌
ず
る
に
、

而
し
甲
車
三
百
乗
を
以
っ
て
我
に
従
わ
ざ
れ
者
、
此
の
盟
の
如
き
有
ら
ん
(
斉
師
出
覚
、
而
不
以
甲
車
三
百
乗
従
我
者
、
有
如
此
盟
〉
」
と
。
孔

丘
、
悲
無
還
を
し
て
揮
し
て
劉
え
し
め
て
日
く
「
刷
而
し
我
れ
に
設
陽
の
田
を
返
さ
ざ
る
に
、
吾
れ
以
っ
て
命
を
共
に
す
れ
春
、
亦
た
之
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く
の
如
し
(
而
不
反
我
波
陽
之
田
、
五
回
以
共
命
者
、
亦
如
之
〉
」
と
。
(
定
十
)

い
ず
れ
も
そ
の
契
約
係
項
が
「
而
・:
:
・
者
」
な
る
篠
件
節
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
而
」

は

「所
」
に
同
じ
く
「
者
」
と
呼
躍
し
て
僚
件
節
を
構
成
す
る
助
鮮
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
契
約
僚
項
の
提
示
は
⑬
1
@
に
同
じ
い
。
問
題

こ
の
二
傑
の
記
事
に
見
え
る
計
四
僚
の
載
書
は
、

と
な
る
の
は
、
次
の
二
瓢
で
あ
る
。

第

一
に
、
⑪
J
@
で
は
「
有
如
〔
神
格
〕
」
な
る
呪
誼
を
用
い
る
の
に
封
し
、
@
・
@
で
は
紳
格
の
部
分

を
「
此
盟
」
に
作
る
「
有
如
此
盟
」
な
る
呪
誼
、
更
に
そ
れ
を
受
け
た
「
亦
如
之
」
な
る
抗
誼
を
用
い
る
。

か
か
る
表
現
上
の
相
違
は
如
何
な

る
事
情
に
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
二
に
、
@
に
就
き
て
は
同
年
の
経
に
、

多
、
公
、
膏
侯

・
宋
公

・
衡
侯

・
曹
伯

・
菖
子
・
町
村
子
・

勝
子

・
醇
伯

・
杷
伯
・
小
印
刷
子
・

斉
世
子
光
に
曾
し
て
鄭
を
伐
つ
。
十
有
二

〈
一
の
誤
〉
月
、
己
亥
、
戯
に
同
盟
す
。

と
あ
り
、
列
園
の
禽
盟
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
と
こ
ろ
が
、
@
の
二
僚
の
載
書
は
い
ず
れ
も
鄭
の
義
務
を
記
す
の
み
で
あ
り
、
列
園
舎
盟
の
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載
書
た
る
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
二
鈷
の
問
題
を
解
明
す
る
手
掛
り
と
な
る
の
が
@
の
「
加
於
載
書
」
な
る
行
震
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
@
例
の
「
而
:
:
:
者
、
有
如
此

盟
」
な
る
文
言
は
、
別
の
何
ら
か
の
載
書
の
存
在
を
前
提
と
し
、
そ
れ
に
附
加
さ
れ
た
副
文
的
性
格
の
も
の
、
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
朕

況
を
想
定
す
れ
ば
、
「
有
如
此
盟
」
な
る
表
現
の
由
来
も
了
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
既
に
何
ら
か
の
神
格
を
直
接
明
示
し
た
呪
誼
が
、
先

行
す
る
載
蓄
の
中
に
存
在
す
る
た
め
、

そ
の
呪
誼
を
前
提
と
し
て
、
「
有
如
此
盟
」
な
る
単
調
で
は
完
結
し
た
呪
誼
た
り
え
な
い
表
現
を
と
り

え
た
の
で
あ
る
。
⑫
の
二
僚
の
載
書
に
は
、
何
ら
の
神
格
も
見
え
ぬ
に
も
開
ら
ず
、
こ
の
記
事
に
於
て
「
昭
大
神
要
言
膏
」
な
る
言
酔
が
表
明

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
神
格
〈
大
神
)
を
明
記
し
た
別
の
裁
書
が
存
在
し
た
こ
と
を
を
傍
誼
し
て
い
る
。
然
ら
ば
、
こ
の
「
而
・
:
:
者
、
有
如

此
盟
」
な
る
副
文
的
性
格
を
も
っ
乙
型
載
書
に
先
行
す
る
別
の
載
書
と
は
如
何
な
る
載
書
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
解
く
手
掛
り
と
な
る
の
が
、
⑫
の
「
同
盟
」
な
る
行
震
で
あ
る
。
抑
も
『
春
秋
』
・
『
左
俸
』
に
於
け
る
「
同
盟
」
な
る
動
詞
は
、

よ
り
一
般
的
な
「
盟
」
と
車
種
す
る
場
合
に
異
な
り
、
特
殊
な
一
意
味
内
容
に
限
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
覇
者
が
@
自
己
の
主



宰
ず
る
同
盟
に
新
し
い
加
盟
園
を
得
た
場
合
、
及
び
@
自
己
の
主
宰
す
る
同
盟
よ
り
離
叛
す
る
園
が
現
貫
に
護
生
す
る
、
或
い
は
護
生
の
可
能

性
が
生
じ
た
場
合
、
に
於
て
、
改
め
て
盟
に
よ
る
秩
序
維
持
を
行
な
う
た
め
に
、
@
で
は
新
加
盟
闘
を
含
め
た
、
ま
た
@
で
は
現
買
に
離
叛
園

(

日

)

が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
除
い
た
、
全
同
盟
園
を
輿
盟
者
と
し
て
行
な
う
盟
に
限
定
し
て
「
同
盟
」
な
る
動
調
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か

る
盟
に
は
、
前
一
章
に
紹
介
し
た
甲
型
載
書
第
三
類
の
使
用
が
嘗
然
環
想
さ
れ
、
ま
た
、
賞
際
に
『
左
停
』
嚢
十
一
所
見
の
喜
の
盟
の
載
書
(
⑦
)

が
、
音
を
覇
者
と
す
る
同
盟
に
鄭
が
加
入
し
て
行
な
わ
れ
た
「
同
盟
」
の
際
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
推
定
の
安
嘗
性
を
誼

明
す
る
。

か
く
考
え
る
と
、
@
の
『
左
俸
』
の
記
事
に
見
え
る
載
書
が
、
鄭
の
義
務
の
み
を
記
す
に
も
開
ら
ず
、
経
文
に
は
列
園
舎
盟
が
記
さ
れ
る
、

と
い
う
問
題
も
泳
解
す
る
。
つ
ま
り
、
音
を
覇
者
と
す
る
同
盟
に
射
す
る
新
加
盟
園
た
る
鄭
を
も
含
む
(
其
故
に
「
有
如
此
盟
」
な
る
文
言
が
鄭
に

削
到
す
る
呪
誼
た
り
う
る
)
、
全
同
盟
園
を
興
盟
者
と
し
、
主
盟
者
た
る
菅
侯
が
宣
讃
す
べ
き
載
書
、
す
な
わ
ち
甲
型
載
警
が
、
@
の
乙
型
載
室
田
〈
例
)

に
先
行
し
て
存
在
し
た
、
と
想
定
す
れ
ば
、
@
の
盟
の
肢
況
を
最
も
整
合
的
に
理
解
し
う
る
の
で
あ
る
。
更
に
@
の
載
書
を
め
ぐ
り
こ
こ
に
確

認
し
た
朕
況
か
ら
、
@
・
@
の
「
有
如
此
盟
」
な
る
呪
誼
を
有
す
る
乙
型
載
書
は
、
甲
型
載
書
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
之
に
附
加
さ
れ
た
も
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の
で
あ
り
、
従
っ
て
全
瞳
と
し
て
は
皐
濁
の
甲
型
載
書
に
封
し
て
書
式
上
、

で
き
よ
う
。

よ
り
新
し
い
段
階
を
劃
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
整
理
す
る
こ
と
が

次
に
@
に
窺
え
る
盟
の
朕
況
を
再
構
成
す
る
と
、
以
下
の
如
く
な
ろ
う
e

ま
ず
、
主
盟
者
た
る
菅
が
鄭
を
も
含
む
全
輿
盟
園
を
封
象
と
し
て

甲
型
載
書
を
宣
讃
し
、
更
に
鄭
の
行
魚
の
み
を
規
定
し
た
「
而
:
:
:
者
、
有
如
此
盟
」
な
る
文
言
(
例
)
を
宣
誼
す
る
。
先
に
@
の
事
例
の
解

説
に
述
べ
た
如
く
、
こ
の
文
言
は
本
来
的
に
自
己
呪
誼
の
文
言
な
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
菅
が
鄭
の
自
己
呪
誼
の
文
言
を
代
讃
す

る
、
と
い
う
形
式
で
自
己
の
願
墓
を
郷
に
強
要
す
る
、
と
い
う
い
わ
ば
間
接
的
契
約
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
輿
盟
者
が
主
盟
者
の
か
か

る
行
震
を
黙
認
す
れ
ば
、
そ
れ
は
輿
盟
者
が
貫
際
に
自
己
呪
誼
を
行
な
っ
た
と
同
じ
強
制
力
で
興
盟
者
を
拘
束
す
る
こ
と
と
な
る
。
然
る
に
@

の
場
合
で
は
、
輿
盟
者
た
る
鄭
が
、
晋
に
よ
っ
て
宣
寵
さ
れ
た
契
約
僚
項
を
事
買
上
無
数
に
す
る
濁
自
の
契
約
篠
項
を
用
い
た
員
正
の
自
己
呪
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誼
(
仙
川
)
を
行
な
っ
て
、
耳
目
の
一
意
一
固
を
挫
き
、
「
昭
大
紳
要
言
吾
」
な
る
鄭
の
主
張
を
音
が
己
む
無
く
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鄭
の
自
己
呪

誼
が
有
数
な
も
の
と
し
て
確
立
し
、
か
く
し
て
盟
が
完
結
す
る
の
で
あ
る
。
@
で
は
孔
子
説
話
と
し
て
の
後
世
の
潤
色
を
被
っ
た
た
め
か
、
載

(
ば
山
)

書
の
韓
裁
に
若
干
の
混
凱
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
盟
其
自
瞳
の
進
行
過
程
は
@
に
略
同
で
あ
る
。
従
来
の
甲
型
載
書
皐
行
の
場
合
の
盟
が
、
興

盟
者
の
行
震
を
規
定
し
た
契
約
篠
項
を
、
主
盟
者
が
一
方
的
に
宣
讃
し
、
他
人
呪
誼
を
用
い
て
そ
の
遵
守
を
興
盟
者
に
強
制
す
る
も
の
で
あ
っ

た
の
に
射
し
、
⑫
・
@
の
二
例
で
は
、
興
盟
者
の
自
己
呪
誼
の
文
言
(
乙
型
載
書
〉
、
が
甲
型
載
書
に
附
加
さ
れ
て
宣
請
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

盟
が
始
め
て
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
今
一
つ
の
乙
型
載
書
を
用
い
た
盟
に
は
一
一
層
の
第
容
が
認
め
ら
れ
る
。

@
丁
丑
、
昼
梓
、
(
開
門
景
公
を
)
立
て
、
之
に
相
た
り
。
慶
封
を
左
相
と
す
。
園
人
に
大
宮
に
盟
う
e

日
く
「
刷
所
し
痘

・
慶
に
興
せ
ざ
れ
者

(
所
不
興
握
慶
者
〉
」
と
。
田
安
子
、
天
を
仰
ぎ
歎
じ
て
日
く
「
倒
嬰
所
し
唯
だ
君
に
忠
に
祉
稜
を
利
す
る
者
に
の
み
是
れ
興
せ
ず
、
〔
而
し
て

(
げ
〉

異
志
有
る
こ
と
或
れ
者
〕
上
一帝
の
如
き
有
ら
ん
(
嬰
所
不
唯
忠
於
君
利
吐
稜
者
是
興
、
〔
而
或
有
異
士
心
者
〕
有
如
上
帝
)
」
と
。
乃
ち
歌
る
。
(
裂
二

十
五
)
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こ
の
載
書
の
呪
誼
の
部
分
を
⑫

・
@
に
比
較
す
る
と
、
「
有
如
此
盟
」
と
は
作
ら
ず
、
「
有
如
上
一
帝
」
と
直
接
に
神
格
を
翠
げ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
別
の
載
蓄
の
存
在
を
最
早
前
提
と
せ
ず
、
「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
:
・
」
な
る
文
言
の
み
で
完
結
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
@
は
「
所
・
・
:
者
、

有
如
:
:
・
」
な
る
乙
型
載
蓄
が
@
・
@
の
副
文
的
地
位
を
脱
し
て
、
車
濁
で
完
結
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
貼
に
於
て
、
書
式
的
に

は
、
⑫

・
@
よ
り
更
に
新
し
い
段
階
を
劃
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
曾
筆
』
の
読
に
従
っ
て
こ
の
盟
の
朕
況
を
再
構
成
す
る
と
以
下
の
如

く
な
る
。
賓
の
後
符
・
慶
封
は
自
ら
主
盟
者
と
な
り
、
興
盟
者
た
る
園
人
に
「
所
不
興
雀
慶
者
、
有
如
上
帝
」
な
る
載
書
を
用
い
て
順
番
に
自

己
呪
誼
を
行
な
う
こ
と
を
強
要
し
、
「
園
」
内
に
於
け
る
自
己
の
覇
権
を
確
立
せ
ん
と
し
た
。

息
女
嬰
の
番
と
な
り
、
彼
は
契
約
係
項
を
改
嬰
し

(
刊
日
)

て
之
を
宣
誼
し
、
桂
・
慶
へ
の
服
従
を
担
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
用
例
で
は
、
盟
は
今
や
従
来
の
、
主
盟
者
が
皐
濁
で
載
書
を
宣
讃
す
る
形
式
か
ら
、
輿
盟
者
が
個
別
に
裁
奮
を
宣
讃
す
る
形
式
へ
と
完



全
に
移
行
し
、
そ
れ
に
即
臆
す
ベ
く
「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
;
:
」
な
る
自
己
呪
誼
の
文
言
を
用
い
た
乙
型
載
書
が
皐
濁
で
使
用
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

小
結
と
し
て
@
i
@
の
検
討
で
得
た
甲
lv
甲
・
乙
↓
乙
な
る
載
書
の
書
式
の
設
展
開
係
か
ら
よ
り
一
般
的
な
人
的
結
合
関
係
を
展
墓
す
る
た

め
の
議
備
作
業
を
行
な
っ
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
@
・
@
に
見
た
乙
型
裁
書
の
甲
型
載
書
に
劃
す
る
附
加
は
、
甲
型
載
書
が
そ
れ
の
み
に
て
は
最

早
有
数
た
り
え
な
く
な

っ
た
朕
況
を
示
唆
す
る
。
主
盟
者
が
輿
盟
者
に
劃
し
て

一
方
的
に
提
示
す
る
他
人
呪
誼
の
有
数
性
が
稀
薄
と
な
っ
た
が

故
に
、
主
盟
者
は
、
興
盟
者
の
自
己
呪
誼
|
|
そ
れ
は
紳
格
と
輿
盟
者
と
を
直
結
す
る
、
と
い
う
黙
に
於
て
よ
り
強
い
強
制
力
が
期
待
さ
れ
る

ー
ー
の
文
言
を
代
誼
す
る
、
と
い
う
形
式
で
乙
型
載
書
を
提
示
し
、
秩
序
の
強
制
的
成
立
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
乙
型
載
書
の
甲
型
載
書
に
劃

す
る
附
加
は
、
盟
に
於
け
る
本
来
的
朕
況
で
は
あ
り
え
な
い
。
も
し
乙
型
載
書
の
附
加
が
不
可
依
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
抑
も
甲
型
載
書
な
ど

と
い
う
他
人
呪
誼
な
る
強
制
力
に
依
存
す
る
載
書
が
存
在
し
た
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
、
主
盟
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
乙
型
載
書

は
、
そ
れ
が
本
来
的
に
輿
盟
者
の
自
己
現
誼
の
文
言
で
あ
る
が
故
に
、
輿
盟
者
の
員
正
の
自
己
呪
誼
に
よ
っ
て
容
易
に
否
定
さ
れ
る
不
安
定
性

を
有
し
、
現
に
@
J
@
で
は
興
盟
者
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
乙
型
載
書
を
用
い
た
盟
は
、
甲
型
載
書
を
車
濁

で
用
い
た
盟
の
如
き
、
主
盟
者
の
輿
盟
者
に
劃
す
る
一
方
的
な
盟
に
よ
る
秩
序
強
制
を
最
早
許
さ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
園
以

降
の
盟
自
睦
の
秩
序
維
持
機
能
の
喪
失
な
る
盟
の
た
ど
る
べ
き
運
命
を
勘
案
す
れ
ば
、
甲
↓
甲
・
乙
↓
乙
な
る
載
書
の
書
式
上
の
護
展
段
階
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は
、
盟
の
秩
序
維
持
機
能
の
喪
失
過
程
に
位
置
附
け
う
る
も
の
と
な
る
。
甲
型
載
書
が
春
秋
時
代
を
通
じ
て
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
か
か
る
過

程
は
}
時
に
、
ま
た
全
面
的
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
は
な
り
え
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
盟
の
秩
序
維
持
機
能
の
稀
薄
化
な
る
歴
史

的
な
方
向
を
導
入
す
れ
ば
、
載
書
の
書
式
上
の
褒
展
段
階
及
び
そ
れ
に
劉
躍
す
べ
き
杜
舎
的
関
係
を
、
単
に
並
行
す
る
諸
類
型
と
し
て
で
は
な

く
し
て
、
歴
史
的
な
護
展
段
階
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
の
正
嘗
性
が
主
張
で
き
よ
う
。
載
書
の
書
式
上
の
襲
質
過
程
よ
り
推
測
さ
れ
る
、
盟
の

前
提
と
な
る
べ
き
人
的
結
合
関
係
の
饗
容
に
就
い
て
は
結
論
で
改
め
て
具
種
的
に
展
墓
す
る
こ
と
と
す
る
。

623 
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第
三
章

音
園
出
土
載
書

六
箇
蕗
が
瑳
掘
さ
れ
、

一
九
六
五
年
十
一
月
J
六
六
年
五
月
、
山
西
省
侯
馬
市
東
郊
の
冷
河
北
岸
の
蓋
地
に
於
て
、
四
百
徐
箇
躍
の
竪
坑
が
瑳
見
さ
れ
、
う
ち
三
二

玉
質
の
載
書
五
千
絵
件
(
断
片

・
文
字
無
き
も
の
も
含
む
)
、
が
設
見
さ
れ
た
。
う
ち
判
読
可
能
な
も
の

六
五
六
件

石
質
、

の古事
本
が
、

一
九
七
六
年
、
山
西
省
文
物
工
作
委
員
禽
よ
り
『
侯
馬
盟
書
』
(
以
下
『
侯
馬
』
と
略
記
。
侯
馬
載
書
の
編
械
は
同
書
に
擦
る
)
と
題
し

一
腰
の
紹
介
が
完
了
し
た
。
侯
馬
市
附
近
で
は
春
秋

・
戦
闘
に
断
代
さ
れ
る
複
数
の
古
城
祉
が
護
見
さ
れ
て
お
り
、

春
秋
中
期

(
m
w
)
 

以
降
の
膏
闘
の
都
城
た
る
新
田
は
、
『
左
博
』
成
六
に
「
有
扮
槍
以
流
其
悪
」
と
あ
る
地
肇
か
ら
最
近
で
は
侯
馬
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。

て
公
刊
さ
れ
、

ま
た
一
九
七
九
年
三
月
十
二
日
、
河
南
省
温
豚
武
徳
鎮
公
社
西
北
で
侯
馬
と
同
時
期
の
盟
の
遣
社
が
瑳
見
さ
れ
た
。
遺
跡
は
温
豚
城
東
北
一

二
・
五
粁
の
め
河
の
南
岸
、
州
城
遁
祉
の
東
橋
北
端
の
環
壕
の
す
ぐ
外
側
に
在
る
。
州
ロ
巴
は
耳
目
文
公
が
周
王
よ
り
賜
輿
さ
れ
た
所
謂
「
南
陽
」

(
却
)

の
一
邑
で
あ
り
、
本
来
温
邑
の
腐
色
で
、
所
調
春
秋
豚
の
一
で
あ
る
。

一
九
八

O
年
三
月
J
八
二
年
六
月
の
稜
掘
で
一
二
四
箇
庭
の
土
坑
が
護
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一
一
続
攻
の
み
で
凡
そ
五
千
蝕
件
近
く
あ
り
、
う
ち
十
四
件
の
基
本

・
海
員
が
紹
介
さ

れ
た
(
河
南
省
文
物
研
究
所

「河
南
温
豚
東
周
盟
誓
遺
枇
一
一
統
炊
設
掘
筒
報
」
『
文
物
』
一
九
八
三
年
第
三
期
。
以
下

『
温
豚
』
と
略
記
。
淵
豚
紙
書
の
編
械
は
同

掘
さ
れ
、
う
ち
十
六
坑
よ
り
石
質
の
載
蓄
が
出
土
し
た
。

書
に
擦
る
)
。

ま
た
一
九
三

0
・
三
五
・
四
二
年
に
接
見
さ
れ
、

戦
時
中
流
散
し
、
現
在
中
園
祉
舎
科
皐
院
に
牧
識
さ
れ
て
い
る
十
一
件
の
玉
質
・

石
質
の
載
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
従
来

「め
陽
載
書
」
と
稿
さ
れ
て
い
た
が
、
貫
は
こ
の
温
腕
遺
枇
で
出
土
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
(
『
温
豚』)。

以
下
、
こ
の
「
泌
陽
裁
書
」
を
奮
出
載
書
、
『
温
鯨
』
所
載
分
を
新
出
裁
書
と
稽
す
る
。

侯
馬
載
蓄
は
そ
の
内
容
に
従
っ

て
六
種
十
類
に
分
か
れ
る
。

断
代
に
就
い
て
は
、
整
理
の
過
程
で
一
九
七
五
年
に
新
た
に
渡
見
さ
れ
た
第
五

類
に
、
現
存
の
追
放
者
た
る
中
行
寅
に
出
内
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
契
約
篠
項
が
見
え
、
中
行
寅
が
『
左
傍
』
所
見
の
活

・
中
行
の
凱
(
前
回
九

七
l
八
九
)
の
一
方
の
首
魁
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
侯
馬
載
書
が
春
秋
末
期
に
や
固
た
る
こ
と
が
確
定
し
た
。

ま
た
温
腕
載
警
は
、
新
出
裁
書
の
内

一
例
(
甲
一
)
の
み
や
や
長
文
の
も
の
が
あ
る
。
そ
の
内

容
は
略
向
。
奮
出
載
書
の
う
ち
五
例
(
甲
二
l
六
〉
の
内
容
は
新
出
載
書
に
略
同
で
、



容
は
い
ず
れ
も
侯
馬
載
書
第
二
類
に
最
も
近
い
。
断
代
に
就
い
て
は
甲
一
の
追
放
者
名
の
う
ち
「
郵
政
」
が
侯
馬
載
書
第
三
類
に
も
見
え
る
こ

(
幻
〉

と
か
ら
、
温
廊
載
書
が
侯
馬
載
書
と
同
時
代
に
属
す
る
こ
と
を
確
認
し
う
る
。

侯
馬
載
書
は
震
見
以
来
既
に
二
十
年
を
閲
し
、
あ
る
程
度
の
研
究
が
進
行
し
て
い
る
が
、
載
書
全
般
の
韓
讃
を
充
分
に
ふ
ま
え
た
も
の
は
少

な
く
、
固
有
名
詞
の
解
樟
に
拘
泥
す
る
徐
り
、
書
式
自
瞳
の
分
析
は
全
く
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
本
一
章
で
は
前
二
一
章一
で
行
な
っ
た
『
左
惇
』
所

(
m
μ
)
 

見
の
載
室
自
分
析
の
成
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
侯
馬
載
室
田
第
二
J
四
類
及
び
温
豚
載
書
に
闘
し
て
、
そ
の
書
式
上
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
本
来
な
ら

ば
、
従
来
の
研
究
を
総
括
的
に
紹
介
・
批
判
す
べ
き
所
で
は
あ
る
が
、
紙
数
の
都
合
も
あ
る
の
で
、
そ
の
作
業
は
別
稿
に
譲
る
。
以
下
、
上
段

に
は
載
書
原
文
の
隷
定
、
下
段
に
は
剣
明
す
る
限
り
の
訓
誼
を
記
す
。
所
在
は
一
々
明
記
し
な
い
が
、
底
本
た
る
載
書
に
依
け
て
い
る
字
は
原

文
中
に
角
括
弧
を
以
っ
て
補
い
、
或
畳
と
判
断
さ
れ
る
も
の
、
及
び
指
示
語
の
内
容
は
、
訓
讃
文
中
に
丸
括
弧
を
以
っ
て
補
う
。

←) 

侯
馬
載
書
第
二
類
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ω直
父
敢
不
宇
其
腹
心
事
其
宝
、

『
侯
馬
』
は
之
を
「
宗
盟
類
」
二
J
六
と
稿
す
る
。
第
一
種
(
「
宗
盟
類
」
一
一
)
二

0
0
・
一
を
底
本
と
す
る
。

(

勾

)

わ

か

ω直
父
(
輿
盟
者
)
敢
て
其
(
己
〉
の
腹
心
を
牢
ち
て
以
っ
て
其
(
己
)

ω市
敢
不
登
従
嘉
之
明
、
定
宮
〔
及
〕
卒
時
之
命
〔
者
〕
、

ω而
敢
或
里
改
助
及
灯
、
卑
不
守
二
宮
者
、

ω而
敢
叉
志
復
越
尼
及
其
子
孫
子
音
邦
之
障
者
、
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の
宝
(
主
〉
に
事
え
ざ
ら
ん
や
。

ω而
し
敢
て
壷
く
嘉
の
明
(
盟
)
・
定
宮
及
び
卒
持
の
命
に
従
わ
ざ

れ
者
、

ω而
し
敢
て
畢
改
助
及
角
す
る
こ
と
或
り
て
二
宮
を
守
ら
ざ
ら
卑

(
停
)
む
れ
者
、

ω而
し
敢
て
越
尼
及
び
其
の
子
孫
を
菅
邦
の
陵
〈
地
〉
に
復
せ
ん
と

あ

ぽ

志
す
こ
と
叉
れ
者
、



附
一
際
君
其
明
悪
現
之
、
麻
塞
非
是
、

ω及
び
其
れ
重
厚
明
(
盟
〉
す
れ
者
、

ω康
(
吾
〉
が
君
其
れ
明
関
し
て
之
(
輿
盟
者
)
を
現
(
視
〉
ん
。
同
州
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ω及
〔
其
〕
霊
摩
明
者
、

塞
非
是
。

(
傍
線
部
は
意
味
が
確
定
で
き
ず
訓
讃
し
難
き
も
の
で
あ
る
。
以
下
同
例
。
)

ωlω
は
契
約
係
項
で
あ
る
。

ωの
冒
頭
「
直
父
」
の
部
分
は
裁
量
自
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
か
ら
輿
盟
者
の
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
出

土
載
書
は
い
づ
れ
も
そ
の
冒
頭
に
個
々
の
興
盟
者
の
名
を
明
記
し
て
い
る
。

ωの
「
敢
不
」
は
反
語
を
導
く
助
鮮
で
あ
る
。

ωlω
に
は
前
章

で
見
た
「
而
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ωの
「
敢
不
」
は
篠
件
節
に
内
包
さ
れ
る
以
上
、
反
語
に
は
な
り
え
な
い
。
文
献

に
は
見
え
ぬ
出
土
載
書
濁
自
の
句
法
で
あ
る
。

ωの
「
嘉
」
を
「
子
趨
孟
」
に
作
る
例
が
あ
り
、
ま
た
第
三
類
に
「
嘉
之
如
(
身
)
及
孫
々
(
子

孫
〉
」
の
一
句
が
あ
り
、
「
嘉
」
が
越
氏
に
属
す
る
人
物
た
る
を
知
る
。
時
代
的
に
『
左
停
』
所
見
の
越
鞍
(
越
孟
と
も
稽
す
る
)
で
あ
る
と
推
定

〈

M
)

さ
れ
る
。

ωに
み
え
る
追
放
者
(
「
越
尼
及
其
子
孫
」
〉
の
内
容
に
よ
り
、
第
二
類
は
第
一

J
五
種
に
細
分
さ
れ
る
。
第
一
種
は
「
越
尼
及
其
子

- 22ー

孫
」
の
一
氏
一
家
。
第
二
種
(
「
宗
盟
類
」
=
一
〉
は
「
趨
僅
及
其
子
孫
、
事
(
史
〉
醜
及
其
子
孫
」
(
四
九
・
二
)
の
二
氏
二
家
。
第
三
種
(
「
宗
盟
類
」

四
)
は
「
越
尼
孫
々
(
子
孫
)
・
銑
(
先
)
涜
之
孫
々
・
銑
直
及
其
孫
々
・
題
歌
之
孫
々
・
事
醜
及
其
孫
々
」
(
三
・
一
)
の
四
氏
五
家
。
第
四
種
(
「
宗

盟
類
」
豆
)
は
「
越
尼
及
其
孫
々

・
銑
痕
之
孫
々

・
銑
直
〔
及
〕
其
孫
々
・
趨
訣
之
孫
・

事
醜
及
其
孫
々

・
司
冠
努
之
孫
々
・
司
寵
結
及
孫
」

(
一
九
・
四
四
)
の
五
氏
七
家
。
第
五
種
(
「
宗
盟
類
」
六
)
は
追
放
者
の
部
分
の
残
紋
の
た
め
分
類
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

ωは
「
者
」
の
み

に
て
傑
件
節
を
構
成
す
る
。
川
仰
は
呪
誼
。
燦
件
節
で
提
示
さ
れ
た
契
約
係
項

ωJω
に
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
之
」
字
を
「
女
」
に
作
る

用
例
が
あ
る
が
、
か
か
る
「
女
」
は
「
之
」
に
置
換
し
う
る
以
上
、
二
人
稀
代
名
詞
に
は
解
し
難
い
。
『
古
書
虚
字
集
樟
』
巻
七
、
汝
・
女
に
、

汝
は
猶
お
此
の
ご
と
き
な
り
。
字
は
通
じ
て
女
に
作
る
。
汝
は
若
と
古
は
同
一
耳
目
。
若
は
此
と
訓
ず
。
故
に
汝
も
亦
た
此
と
訓
ず
。

と
あ
る
設
に
従
っ
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。



口

温
鯨
載
書

新
出
載
書
二
一
八
二
を
底
本
と
す
る
。

朔
敢
不
態
々
一
鴬
中
心
事
其
宝
、

ω十
五
年
十
二
月
乙
未
朔
辛
酉
、
今
自
り
以
往
、
都
朔
(
輿
盟
者
〉
敢
て
悶

々
鷲
と
し
て
中
心
よ
り
其
(
己
)
の
宝
(
主
〉
に
事
え
ざ
ら
ん
や
。

ω市
し
敢
て
賊
と
徒
を
篤
せ
者
、

I
B
-
-ー
と

れ

ω不
(
歪
)
黒
(
顛
)
な
る
耳
目
公
の
大
勾
(
家
)
意
懲
し
て
女
(
輿
盟
者
〉
を
現

ω十
五
年
十
二
月
乙
未
朔
辛
酉
、
自
今
以
往
、
都

ω而
〔
敢
〕
輿
賊
魚
徒
者
、

ω不
問
問
音
公
大
勾
意
懇
親
女
、
屡
塞
非
是
、

(
親
)
ん
。
慶
喜
非
是
。

ω・
ωは
契
約
傑
項
。

ωは
反
語
「
敢
不
」
を
用
い
、

ωは
傑
件
節
「
而
:
:
:
者
」
を
用
い
る
。

ωに
見
え
る
「
十
五
年
十
二
月
乙
未
朔
辛

酉
」
な
る
紀
年
は
、
音
定
公
十
五
年
で
あ
ろ
う
。
耳
目
が
夏
正
(
置
閏
の
関
係
で
一

l
二
箇
月
移
動
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
原
則
的
に
周
正
の
季
春
を
正
月

(
お
)

と
す
る
〉
を
採
用
し
、
ま
た
定
公
が
頃
公
の
死
後
即
ち
に
年
内
改
元
-V-
行
な
っ
た
と
債
定
す
れ
ば
、
音
定
公
十
五
年
十
二
月
は
魯
定
公
十
三
年

- 23一

二
月
前
後
と
な
る
。
『
春
秋
』
・
『
左
惇
』
に
残
る
魯
の
紀
年
よ
り
推
算
す
る
と
、
魯
定
公
十
三
年
正
月
朔
も
し
く
は
三
月
朔
に
乙
未
に
極
め
て

近
い
干
支
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
左
一
博
』
定
十
三
に
は
、

越
孟
ハ
越
秩
)
怒
り
て
午
(
郡
部
趨
午
)
を
召
し
、
こ
れ
を
晋
陽
に
囚
う
。
:
:
:
遂
に
午
を
殺
す
。
越
稜
・
渉
賓
、
榔
郡
を
以
っ
て
叛
す
。

夏
、
六
月
、
上
軍
司
馬
籍
奏
、
榔
郡
を
圏
む
。

と
あ
り
、
魯
定
公
十
三
年
春
は
、
指
・
中
行
の
凱
の
護
端
と
も
い
う
べ
き
間
都
越
氏
の
音
園
に
劃
す
る
奴
が
勃
護
し
た
時
期
と
な
る
。
こ
の
紀

年
の
護
見
は
、
侯
馬
載
書
第
五
類
に
基
い
て
主
張
さ
れ
た
活
・
中
行
の
飽
と
の
闘
係
を
改
め
て
傍
誼
す
る
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ゅ
は
篠

件
節

ωを
受
け
た
抗
誼
で
あ
る
。

ωの
「
女
」
は
『
温
豚
』
に
依
れ
ば
「
之
」
に
作
る
例
も
あ
る
由
で
あ
る
。
侯
馬
載
書
第
二
類
所
見
の
「
女
」

に
同
例
で
あ
る
。
ま
た
-
新
出
載
書
一
八
四
五
は
「
圭
命
、
自
今
以
往
:
:
:
」
に
作
り
、
『
・温鯨
』
に
依
る
と
「
圭
命
日
」
・
「
圭
命
之
言
日
」
と

627 
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作
る
も
の
も
あ
る
由
で
あ
る
。
「
圭
」
は
載
書
の
形
肢
か
ら
載
書
自
瞳
を
い
う
も
の
。
「
圭
命
」
と
は
こ
の
載
書
の
文
言
を
指
す
も
の
で
あ
る
。

西
周
時
代
の
策
命
を
記
す
金
文
に
於
て
「
王
若
日
」
・
「
王
日
」
に
は
じ
ま
る
王
の
言
動
附
を
史
官
が
代
讃
す
る
文
例
に
似
る
。
こ
の
載
書
の
文
言

は
、
興
盟
者
の
自
己
呪
誼
の
文
言
で
あ
る
が
、
「
圭
命
」
の
一
句
よ
り
、
賓
際
の
宣
讃
で
は
、
親
史
の
類
の
代
誼
に
係
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。

国

侯
馬
載
書
第
三
類

ω重
二
一
章
自
賀
子
君
所
々
、

一
五
六

・
二
O
を
底
本
と
す
る
。

み
ず

ω壷
章
(
輿
盟
者
〉
白
か
ら
君
所
に
賀
〈
誓
)
う
。

ω所
し
敢
て
告
別
し
て
越
尼
の
所
及
び
孫
々
ハ
子
孫
)
〔
の
所
〕
・
:
:
(
中
略
〉

『
侯
馬
』
は
「
委
質
類
」
と
稿
す
る
。

ω
〔
所
〕
敢
命
出
入
子
越
尼
第
々
及
孫
ん
ベ
:

(
下
略
〉
:
:
:

ω及
重
厚
明
者
、

ω一
章
〔
敢
不
〕
顕
嘉
之
如
及
孫
々
、

同
〔
而
〕
或
復
入
之
子
育
邦
之
中
者
、

ω則
永
亙
臨
之
、
麻
塞
非
是
、

mw既
資
之
後
、

ω而
敢
不
害
額
〔
蹴
〕
事
厳
続
続
之
〔
子
〕
皇
君

第
々
、

ω則
永
霊
臨
之
、
麻
塞
非
是
、

ω関
伐
之
孫
々
、
寓
之
行
道
、
〔
而
〕
弗
殺
〔
者
〕

君
其
現
之
、
〔
麻
塞一
非
是
〕

に
出
入
す
れ
ば
、

- 24ー

ω及
び
霊
摩
明
(
盟
)
す
れ
者
、

お
わ

ω一
章
一
敢
て
嘉
の
劇
(
身
〉
及
び
孫
々
(
子
孫
)
を
顛
ら
せ
ざ
ら
ん
や
。

る

ぽ

ω而
し
之
(
追
放
者
)
を
呂
田
邦
の
中
に
復
入
す
る
こ
と
或
れ
者
、

ω則
ち
永
亙
し
て
之
(
奥
盟
者
〉
を
硯
(
覗
)
ん
。
麻
事
非
是
。

mw既
に
資
(
誓
)
う
の
後
、

ω而
し
敢
て
密
(
亙
〉
親
(
親
)
覗
事
(
史
)
を
し
て
皇
君
の
所
に
蔽
続
鐸
之

せ
ざ
れ
ば
、

ω則
ち
永
霊
し
て
之
(
輿
盟
者
)
を
既
(
親
)
ん
。
麻
墓
非
是
。

あ

も

ω関
伐
の
孫
々
(
子
孫
)
、
之
(
閑
伐
の
子
孫
)
に
行
道
に
寓
い
て
、
而
し
殺
さ

ざ
れ
者
、
君
其
れ
之
(
奥
盟
者
)
を
現
(
親
〉
ん
。
麻
塞
非
是
。



ωは
載
書
前
半
〈

ωJ附
〉
の
序
一
章
。

ωJω
は
契
約
篠
項
で
あ
る
。

ωの
句
末
の
「
所
」
に
再
護
符
競
が
附
き
、

ωの
冒
頭
に
附
し
て
誼

み
、
保
件
節
を
構
成
す
る
助
僻
と
な
る
。
右
で
省
略
し
た

ωの
全
文
を
隷
定
す
る
と
、
女
の
如
く
で
あ
る
。

〔
所
〕
敢
命
出
入
子
越
尼
奈
々
及
孫
々
・
銑
境
及
其
子
乙
及
其
自
〈
伯
)
父
弔
(
叔
)
父
〔
兄
〕
弟
孫
々

・
銑
直
及
其
孫
々
・
銑
錯
・
銑
将
之

孫
々
・
銑
訟

・
銑
慎
之
孫
々

・
中
都
銑
彊
之
孫
々

・
銑
木
之
孫
々
・
障
及
新
君
弟
孫
々

・
瞳
及
新
君
弟
孫
々
-

A

円
(
趨
)
朱
及
其
孫
々
・

越
喬
及
其
孫
々

・
都
読
之
孫
々

・
郁
郎
(
郵
〉
重
(
郵
)
政
之
孫
々

・
関
舎
之
孫
々

・
趨
程
之
孫
々

・
事
醜
及
其
孫
々

・
重
嬉
及
孫
々
・

都
城
及
其
孫
々
・
司
冠
智
之
孫
々
・
司
寵
結
之
孫
々
、

「
宗
」
に
合
文
符
競
が
附
い
た
も
の
を
、
朱
徳
照
・
韮
錫
圭
南
氏
は
追
放
者
の
各
々
に
附
す
べ
き
も
の
を
、
そ
の
筆
頭
た
る
越
尼
の
後
に
ま

(
お
)

と
め
て
附
し
た
も
の
、
と
す
る
。
追
放
者
は
九
氏
二
十
一
家
に
及
ぶ
。
「
中
都
」
・
「
郁
郁
」
な
る
地
名
を
冠
す
る
追
放
者
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
ロ
巴

は
活
・
中
行
の
範
の
際
、
反
見
者
側
の
勢
力
圏
で
あ
っ
た
地
域
に
属
す
る
。
ゅ
は
既
出
。

ωは
括
入
句
的
用
法
。
反
語
「
敢
不
」
を
用
い
る
。

ωは
篠
件
節
「
而
;
:
:
者
」
を
用
い
る
。
川
仰
は
呪
誼
。
篠
件
節
で
提
示
さ
れ
た
契
約
係
項

ω・
ω・
悶
を
受
け
る
。

ωを
「
腐
君
其
明
亜
臨
之

:
:
:
」
に
作
る
用
例
も
多
い
。

mw
は
載
書
後
半

(mJω)
の
序
一章。

ωは
契
約
保
項
。
句
頭
の
「
而
」
を

「
所
」
・
「
而
所
」
に
作
る
例
も
あ

り
、
こ
の
句
の
傑
件
節
た
る
を
知
る
。

ωは
削
を
受
け
た
呪
誼
。

ωは
附
加
さ
れ
た
契
約
係
項
と
そ
れ
を
受
け
た
呪
誼
。
「
寓
之
行
道
、
弗
殺
」

(
幻
)

の
部
分
は
載
書
に
よ
っ
て
多
様
な
表
現
を
と
る
。
ま
た
句
頭
に
輿
盟
者
名
を
附
す
る
事
例
も
あ
る
。

- 25-

同

侯
馬
載
書
第
四
類

ω癒
自
今
以
往
、
敢
不
巡
姓
此
明
質
之

『
侯
馬
』
は
「
納
室
類
」
と
稿
す
る
。
六
七
・
一
を
底
本
と
す
る
。

ω痕
(
奥
盟
者
〉
今
自
り
以
往
、
敢
て
此
の
明
〈
盟
〉
質
(
誓
)
の
言
に
巡
(
率
〉
佐
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ω
〔
而
〕
向
敢
或
内
室
者
、

(
従
〉
せ
ざ
ら
ん
や
。

ω而
し
向
お
敢
て
室
を
内
ハ
納
〉
む
る
こ
と
或
れ
者
、
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ω
〔
而
〕
或
婚
宗
人
兄
弟
〔
或
〕
内
室
者
、

ω而
し
宗
人
兄
弟
の
室
を
内
(
納
)
む
る
こ
と
或
る
を
婚
(
閲
〉
く
こ
と
或
れ
者
、
而

〔
而
弗
〕
執
弗
献
、

し
執
え
ず
献
ぜ
ざ
れ
ば
、

ω不
(
歪
〉
顧
な
る
耳
目
公
の
大
勾
〈
家
〉
、
明
亙
し
て
之
(
奥
盟
者
)
を
現
(
硯
〉
ん
。

ω不
額
音
公
大
勿
明
亙
臨
之
、
麻
塞
非
是
、

麻
塞
非
是
。

ωJω
は
契
約
候
項
。

ωは
反
語
「
敢
不
」
を
用
い
る
。

ωは
篠
件
節
「
而
:
:
:
者
」
を
用
い
る
。

ωは
「
而
・
:
:
者
」
と
「
而
」
の
み
を

用
い
た
も
の
と
の
二
重
の
候
件
節
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

ωは
呪
担
。
候
件
節
で
提
示
さ
れ
た
契
約
篠
項

ω・
ωを
受
け
る
。

次
に
出
土
載
書
の
書
式
上
の
特
徴
を
確
認
す
る
。
出
土
載
書
の
契
約
篠
項
の
提
示
に
は
、
反
語
「
敢
不
」
と
、
偲
設
「
而
:
:
:
者
」
と
が
併

ま
ず
「
而
:
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
を
用
い
た
契
約
篠
項
に
就
い
て
。
か
か
る
契
約
俊
項
は
乙
型
載
書
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。

前
章
で
は
、
契
約
篠
項
に
こ
の
「
所
(
市
)
:
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
を
用
い
る
乙
型
載
書
を
、
興
盟
者
の
個
々
が
之
を
宣
讃
す
る
も
の
と
考
え

用
さ
れ
る
。

nhU 
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た
が
、
文
献
史
料
の
み
に
て
行
な
っ
た
加
上
の
推
定
は
、
同
一
の
文
言
を
用
い
て
個
々
の
輿
盟
者
の
た
め
に
作
ら
れ
る
、
こ
の
出
土
載
書
の
護

見
に
よ
り
、
改
め
て
傍
誼
を
得
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
乙
型
載
書
で
は
「
有
如
〔
神
格
〕
」
な
る
呪
誼
を
用
い
る
が
、
出
土
載
書
は
「
〔
神
格
〕

:
:
:
臨

(
覗
)
之
:
・
:
」
な
る
呪
誼
を
用
い
る
。

こ
れ
は
、
出
土
載
書
の
乙
型
載
書
に
射
す
る
よ
り
新
し
い
局
面
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
〔
神

(
お
〉

格
〕
現
之
」
式
の
呪
誼
は
、
『
左
府
立
に
は
一
例
も
み
え
ず
、
成
立
の
降
る
文
献
に
至
っ
て
は
じ
め
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
章
に
既
出

の
『
左
惇
』
倦
二
十
四
の
「
所
不
興
輿
氏
同
心
者
、
有
如
白
水
」
な
る
文
言
を
『
史
記
』
膏
世
家
が
「
所
不
興
子
犯
共
者
、
河
伯
覗
之
」
と
作

る
こ
と
も
、
こ
の
雨
種
の
呪
誼
の
先
後
関
係
を
傍
誼
す
る
。
次
に
「
敢
不
」
の
性
格
。
『
左
停
』
に
於
て
「
敢
不
」
を
用
い
た
反
語
表
現
は
四

十
六
例
の
多
き
に
及
ぶ
が
、
そ
の
文
言
の
宣
讃
者
個
人
(
或
い
は
宣
讃
者
が
代
理
す
る
個
人
乃
至
は
代
表
す
る
集
図
〉
自
身
の
行
魚
を
記
す
例
に
限
定

さ
れ
る
。
う
ち
「
敢
不
」
の
直
前
に
行
再
局
者
の
名
を
拳
げ
る
用
例
と
し
て
は
、

ω叔
向
日
く
「
貯
(
叔
向
の
名
〉
敢
て
命
を
一
欺
け
ざ
ら
ん
や
(
幹
敢
不
承
命
〉
」
と
。

(
袈
十
九
〉



お
お

同
(
季
)
武
子
日
く
「
宿
(
季
武
子
の
名
〉
敢
て
封
い
に
此
の
樹
を
殖
え
、
以
っ
て
角
弓
を
忘
る
る
無
か
ら
ざ
ら
ん
や
(
宿
敢
不
封
殖
此
樹
、
以

無
忘
角
弓

vi---
一
と
。
(
昭
二
〉

〈

M
U
)

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
の
行
篤
者
は
宣
讃
者
自
身
で
あ
る
。

ま
た
、

料
公
子
(
重
耳
)
降
り
て
拝
稽
首
す
e

公
(
秦
謬
公
)

た
す

一
級
を
降
り
て
僻
す
。
(
越
)
表
日
く
、
「
君
、
天
子
を
佐
く
る
所
以
の
者
を
稽
し
て

重
耳
に
命
ず
の
重
耳
敢
て
奔
せ
ざ
ら
ん
や
(
重
耳
敢
不
奔
〉
」
と
。
(
信
二
十
三
〉

こ
の
用
例
は
越
衰
が
、
主
君
た
る
公
子
重
耳
の
代
理
で
麿
答
し
た
ロ
肢
で
あ
り
、

賓
質
的
に
は
公
子
重
耳
自
身
が
自
己
の
行
矯
を
自
ら
規
定

す
る
に
等
し
い
。
『
左
惇
』
の
か
か
る
用
例
に
準
ず
れ
ば
、
出
土
載
書
所
見
の
「
(
輿
盟
者
〉
敢
不
:
:
:
」
な
る
文
言
は
、
そ
の
興
盟
者
自
身
が

自
己
の
行
震
を
規
定
す
る
表
現
と
な
る
。
更
に
「
敢
不
」
が
盟
に
関
係
す
る
事
例
を
『
左
俸
』
に
求
め
る
と
、

む
か

同
大
夫
、
清
原
に
逆
う
。
周
子
日
く
「
:
:
:
二
三
子
、
我
を
用
う
る
は
今
日
、
否
る
も
亦
た
今
日
。
共
し
て
君
に
従
う
は
、
神
の
一
帽
す
る
所

る
。
(
成
十
八
〉
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な
り
」
と
。
封
え
て
日
く
「
重
臣
の
願
い
な
り
。
敢
て
唯
だ
命
の
み
を
是
れ
聴
か
ざ
ら
ん
や
(
敢
不
唯
命
是
猿
〉
」
と
。
庚
午
、
盟
い
て
入

た
い
ら
ぎ

同
美
己
、
斉
侯
、
貌
に
次
す
。
燕
人
、
成
を
行
う
。
日
く
「
敵
邑
、
罪
を
知
る
。
敢
て
命
を
聴
か
ざ
ら
ん
や
(
敢
不
捺
命
〉
。
先
君
の
倣
器
、

請
う
以
っ
て
罪
を
謝
せ
ん
」
と
。
:
:
:
二
月
、
戊
午
、
濡
上
に
盟
う
。
〈
昭
七
〉

な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
於
て
「
敢
不
」
は
盟
の
前
提
と
な
る
口
肢
の
中
に
限
定
的
に
現
わ
れ
、
載
書
の
文
言
其
自
瞳
に
之
を
用
い

(

m
叩
〉

た
例
は
無
い
。
従
っ
て
、
出
土
載
書
は
、
こ
の
「
敢
不
:
:
:
」
な
る
文
言
を
裁
書
の
中
に
積
極
的
に
導
入
し
た
、
と
い
う
貼
に
於
て
も
、
『
左

俸
』
所
見
の
載
書
に
射
し
て
よ
り
新
し
い
段
階
を
劃
す
る
も
の
と
な
る
。

以
上
ま
と
め
る
に
、
出
土
載
書
は
、
個
々
の
輿
盟
者
が
自
己
の
行
震
を
規
定
す
る
契
約
僚
項
を
提
示
し
、
自
己
呪
誼
を
以
っ
て
そ
の
遵
守
を

自
己
に
強
制
す
る
文
言
を
用
い
た
も
の
、

と
な
る
。
も
っ
と
も
、
温
豚
載
書
の
冒
頭
に
み
え
る
「
圭
命
」

一
類
の
文
言
か
ら
、

貫
際
の
宣
讃
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は
、
豆
現
祝
史
と
い
っ
た
職
業
的
祭
司
の
代
讃
に
係
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
文
言
の
形
式
か
ら
し
て
、

か
か
る
代
誼
は
、
個
々
の
輿
盟
者
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が
貫
際
に
自
分
で
宣
讃
し
た
も
の
と
同
じ
数
果
を
も
つ
も
の
と
な
る
。

結
論

付
春
秋
時
代
に
於
け
る
載
書
の
類
型
を
、
そ
の
書
式
上
の
先
後
関
係
に
従
っ
て
整
理
す
る
と
以
下
の
如
く
な
る
。

G
契
約
係
項
が
完
結
し
た
文
一
章
を
構
成
し
、
「
有
撒
此
盟
」
な
る
篠
件
節
を
介
し
て
「
明
神
極
之
」
式
の
呪
誼
が
改
め
て
提
示
さ
れ
る
も

の
(
甲
型
載
書
〉
。

。
契
約
篠
項
が
「
所
(
而
)
・
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
の
内
容
と
し
て
提
示
さ
れ
、
直
ち
に
「
有
如
〔
紳
格
〕
」
な
る
呪
誼
が
繍
く
も
の
(
乙
型

載
書
)
。
こ
の
文
言
は
本
来
、
盟
以
外
の
自
己
呪
誼
に
頻
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
甲
型
載
書
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
盟
に
採

用
さ
れ
(
「
有
如
此
盟
」
な
る
い
わ
ば
過
渡
的
な
呪
起
の
存
在
が
之
を
傍
設
す
る
〉
、
更
に
箪
猫
で
載
書
を
構
成
す
る
に
至
る
。

〔
神
格
〕
」
よ
り
新
し
い
「
〔
神
格
〕
硯
之
」
式
の
呪
置
が
用
い
ら
れ
る
も
の
(
出
土
載
書
)
。
こ
れ
は
乙
型
載
書
よ
り
涙
生
し
た
も
の
で
あ

- 28ー

②
契
約
篠
項
が

「
而
:
:
:
者
」
な
る
篠
件
節
に
加
う
る
に

「
敢
不
・
・
:
」
な
る
反
語
を
以
っ
て
提
示
さ
れ
、
僚
件
節
を
受
け
る
に
「
有
如

る

口
次
に
宣
讃
の
朕
況
と
契
約
係
項
の
内
容
と
を
勘
案
し
て
、
各
類
型
の
載
書
を
用
い
た
盟
に
よ
っ
て
成
立
す
る
契
約
の
性
格
を
整
理
す
る
と

以
下
の
如
く
な
る
。

。
甲
型
載
警
は
主
盟
者
皐
猫
の
宣
讃
に
係
る
。
故
に
、
契
約
保
項
は
輿
盟
者
の
行
震
の
規
定
が
不
可
絞
の
要
素
と
な
る
。
従
っ
て
、
甲
型

載
書
を
用
い
る
盟
で
は
、
主
盟
者
が
か
か
る
契
約
篠
項
を
篠
件
附
他
人
呪
誼
を
用
い
て
興
盟
者
に
強
制
す
る
契
約
が
成
立
す
る
。

。
乙
型
及
び
出
土
載
書
は
個
々
の
興
盟
者
の
宣
誼

(
代
讃
の
場
合
も
含
む
〉
に
係
る
。
従
っ

て
、
乙
型
及
び
出
土
載
書
を
用
レ
る
盟
で
は
、

個
々
の
興
盟
者
が
自
己
の
行
策
を
規
定
し
た
契
約
篠
項
を
篠
件
附
自
己
呪
誼
を
用
い
て
自
己
に
強
制
す
る
契
約
が
成
立
す
る
。

白
呪
誼
の
性
格
に
基
き
、
一
神
格
と
主
盟
者
・
興
盟
者
と
の
関
係
を
整
理
す
る
と
以
下
の
如
く
な
る
。



@
他
人
呪
誼
は
、
興
盟
者
全
睦
と
神
格
と
の
聞
に
主
盟
者
が
介
在
し
、
主
盟
者
が
一
脚
格
を
呼
び
出
す
こ
と
で
成
立
す
る

0

0
自
己
呪
誼
は
、
個
々
の
興
盟
者
が
個
別
か
っ
直
接
に
神
格
を
呼
び
出
す
こ
と
で
成
立
す
る
。

載
書
を
め
ぐ
っ
て
確
認
さ
れ
た
如
上
の
饗
容
過
程
は
、
盟
の
秩
序
維
持
機
能
の
稀
薄
化
、
な
る
親
黙
の
導
入
に
よ
り
、
更
に
以
下
の
如
き
、

よ
り
一
般
的
な
人
的
結
合
関
係
、
乃
至
は
祉
禽
的
秩
序
の
嬰
容
を
推
測
さ
せ
る
。
抑
も
、
盟
に
於
け
る
契
約
の
遵
守
は
、
強
制
力
た
る
呪
誼
の

有
数
如
何
に
係
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
甲
型
載
書
で
は
、
主
盟
者
の
一
方
的
な
他
人
呪
誼
に
射
す
る
輿
盟
者
の
承
認
行
矯
が
、
載
蓄
の
文
言

其
自
韓
に
は
見
出
し
え
な
い
。
乙
型
及
び
出
土
載
警
に
於
け
る
、
契
約
の
遵
守
主
睦
た
る
輿
盟
者
の
自
己
呪
誼
が
、
同
時
に
輿
盟
者
自
身
の
神

格
へ
の
畏
怖
の
表
白
で
あ
る
こ
と
に
比
較
す
る
と
、
甲
型
載
書
の
他
人
呪
誼
は
、
主
盟
者
に
呼
出
さ
れ
た
神
格
の
制
裁
に
劃
す
る
興
盟
者
の
畏

怖
を
正
に
無
言
の
前
提
と
し
て
始
め
て
成
立
し
う
る
も
の
と
な
る
。

@
「
園
」
内
的
に
は
「
園
」
が
、

一
個
の
祭
紀
共
同
盟
|
|
そ
れ
は
、
主
盟
者
の
側
の
主
宰
す
る
特
定
の
紳
格
へ
の
祭
把
に
輿
盟
者
が
従
属

- 29-

的
に
参
興
す
る
、
と
い
う
意
味
で
の
「
共
同
盟
」
で
は
あ
る
が
ー
ー
と
し
て
確
立
し
、
或
い
は
そ
の
確
立
が
z

意
識
的
に
擬
制
さ
れ
、
其
故

に
、
奥
盟
者
た
る
べ
き
個
々
の
「
園
人
」
の
祭
把
秩
序
へ
の
従
属
が
嘗
然
観
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
吠
態

@
「
園
」
聞
で
は
個
々
の
輿
盟
園
の
か
か
る
祭
把
秩
序
が
覇
者
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
、
其
故
に
ゑ
重
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
朕
態

が
、
甲
型
載
書
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。

然
ら
ば
、
乙
型
及
び
出
土
載
書
に
看
得
さ
れ
る
興
盟
者
と
神
格
と
の
直
接
か
つ
個
別
的
関
係
の
設

生
と
は
、
甲
型
載
書
の
基
盤
で
あ
っ
た
「
園
」
の
祭
把
秩
序
に
、
個
々
の
輿
盟
者
が
最
早
無
保
件
に
は
従
属
し
え
な
く
な
っ
た
拭
態
を
示
唆
す

る
も
の
と
な
る
。
窮
極
的
に
は
「
園
」
な
る
一
個
の
祭
把
共
同
盟
に
埋
設
し
て
い
た
個
々
の
輿
盟
者
が
「
園
」
か
ら
個
別
に
自
立
し
、
或
い
は

「
園
」
に
既
存
の
祭
把
秩
序
の
坪
外
に
本
来
存
在
し
た
成
員
を
新
た
に
内
包
す
ベ
く
「
園
」
其
自
睦
が
饗
容
す
る
、
と
い
っ
た
過
程
を
経
て
、

「
園
」
に
既
存
の
祭
杷
秩
序
が
動
揺
し
、
そ
れ
に
依
存
し
た
甲
型
載
書
を
用
い
る
盟
の
有
数
性
が
稀
薄
と
な
っ
た
結
果
、
個
々
の
奥
盟
者
が
自

己
呪
誼
を
行
な
う
乙
型
、
更
に
は
出
土
載
書
を
用
い
る
盟
が
採
用
さ
れ
る
に
至
る
、
と
い
う
過
程
を
展
墓
し
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

633 

旦
、
個
々
の
輿
盟
者
の
自
己
呪
誼
を
強
制
力
と
す
る
形
式
の
盟
を
採
用
す
る
と
、
神
格
と
興
盟
者
と
の
聞
に
主
盟
者
は
最
早
介
在
し
え
な
く
な
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る
。
故
に
主
盟
者
の
秩
序
維
持
の
手
段
と
し
て
の
盟
其
自
践
の
機
能
は
稀
薄
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
興
盟
者
が
任
意
の
契
約
係
項
を
用
い
、

任
意
の
神
格
を
呼
出
し
て
自
己
呪
誼
を
行
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
っ

て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
第
二
一章一
で
乙
型
載
書
の
用
例
に
見
た
、
主
盟
者

が
最
早
、
盟
其
自
瞳
で
は
興
盟
者
を
服
従
せ
し
め
え
な
か
っ

た
状
況
は
、

持
は
、

戦
園
以
降
念
速
に
鹿
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
経
緯
を
端
的
に
示
し
て

い
る
。

か
く
し
て、

盟
に
よ
る
秩
序
維

一
方
で
、
紳
格
の
介
在
を
要
件
と
し
な
い
「
内
面
よ
り
結
び
つ
く
人
間
関
係
」
の
主
鎧

と
し
て
の
「
園
」
の
祭
把
秩
序
よ
り
個
別
に
自
立
し
た
成
員
、
こ
の
存
在
を
前
提
と
し
て
か
か
る
閲
係
の
設
定
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
り
、
ま

た
か
か
る

「
内
面
よ
り
結
び
つ
く
人
間
闘
係
」
の
確
立
を
程
て、

盟
に
よ
る
人
間
関
係
は
、
人
聞
を
「
外
側
か
ら
結
び
つ
け
」
る
も
の
と
し
て

相
針
化
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

か
か
る
展
望
の
具
睦
的
貫
誼
は
爾
後
の
課
題
と
な
ろ
う
。

++占
(

1

)

契
約
候
項
が
宣
説
者
自
身
の
行
震
を
規
定
す
る
場
合
に
は
、
い
わ
ゆ

る
確
約
的
宣
誓
と
な
る
。
但
し
、
盟
誓
に
は
、
宣
讃
者
に
と
っ
て
の
相
手

方

(
他
人
)
の
行
局
を
規
定
す
る
契
約
燦
項
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
(
後

述
〉
の
で
、
宣
誓
な
る
語
の
使
用
は
避
け
る
。
ま
た
、
確
言
的
宣
誓
、
す

な
わ
ち
自
己
の
言
明
、
か
良
質
で
あ
る
こ
と
を
保
障
す
る
宣
誓
に
就
い
て

は
、
『
左
侍
』
に
用
例
を
得
な
い
の
で
、
本
稿
で
は
考
察
を
割
愛
す
る
。

但
し
、
『墨
子』

明
鬼
下
所
見
の
斉
の
羊
一
抑
制
刊
は
、
確
言
的
宣
誓
で
あ
り
、

「盟
」
と
稽
さ
れ
て
い
る。

(2
)

但
し
、
史
料
に
現
わ
れ
る
盟

・
替
の
実
際
の
用
法
は
、
本
稿
の
術
語

と
し
て
の
盟

・
替
と
の
聞
に
若
干
の
ず
れ
を
も
っ
。
す
な
わ
ち
、
川
刊
盟
を

指
し
て
盟
醤
と
稽
す
る
例

〈
『
左
俸
』
成
十
三
・
袈
九

・
昭
十
六
・定
四
〉

・

伺
呪
詔
を
強
制
力
と
す
る
文
言
を
誓
と
稽
す
る
例
(
『
左
博
』

宣
十
七

・

袈
十
八
〉
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
誓
な
る
詩
集
が
、
保
件
附
刑
罰
の
抽
出
告
を

強
制
力
と
す
る
契
約
、
な
る
狭
義
の
他
に
、
宣
誓

・
呪
詔
一
般
の
汎
裕
、

と
し
て
の
成
義
を
有
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
本
稿
の
術
語
と
し
て
の
誓

は
狭
義
の
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
刊
現
貨
の
刑
罰
の
執
行
を
心
理
的
強
制

力
と
す
る
契
約
を
盟
と
稽
す
る
例

(
『
左
俸
』
袈
二
十
ご
了
昭
四
、
『
園
語
』

英
語
所
見
の

「無
或

(母
或

・
莫
〉
如
:
:
:
」
式
の
文
言
)
が
あ
る
。

こ

れ
は
本
稿
の
術
語
で
は
む
し
ろ
警
に
腐
す
る
も
の
と
な
る
。

本
稿
で
は
、

複
数
の
賞
事
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
篠
件
附
呪
起
を
強
制
力
と
す
る
契

約
行
震
に
限
定
し
て
盟
な
る
術
語
を
適
用
す
る
。
保
件
附
呪
-
認
を
用
い
て

も
、
複
数
の
蛍
事
者
の
存
在
を
要
件
と
し
な
い
も
の
(
第
二
章
⑬

l
@)

は
盟
と
は

一
態
別
個
の
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
本
稿
で

は

「保
件
附

(的〉

呪
誼
」

・「
候
件
附
(
的
〉
刑
罰
の
致
告
」
及
び
後
出

の

「他
人
呪
詔
」

・
「
自
己
呪
誼
」
な
る
術
語
の
定
義
は
、
中
田
熊

「起
請
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文
雑
考
」
(
『
法
制
史
論
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
広
、
一
九
四
三
年

γ
滋

賀
秀
一
ニ
「
中
園
上
代
の
刑
罰
に
つ
い
て
の
一
考
察
|
|
誓
と
盟
を
手
が
か

り
と
し
て
」
〈
『
石
井
良
助
先
生
還
暦
祝
賀
法
制
史
論
集
』
創
文
社
、
一
九

七
六
年
〉
に
準
じ
、

「
契
約
」
な
る
術
語
の
定
義
に
就
い
て
は
、
船
水
衛

司
「
契
約
」
(
『
墓
書
講
座
』
第
二
巻
、
日
本
基
督
教
園
出
版
局
、
一
九
六

六
年
〉
に
準
ず
る
。

(
3
)

滋
賀
氏
前
掲
論
文
。

(

4

)

籾
山
明
「
法
家
以
前
|
|
』
春
秋
期
に
お
け
る
刑
と
秩
序
|
|
」
(
『
東

洋
史
研
究
』
第
三
十
九
巻
第
二
続
、
一
九
八

O
年〉

(
5
〉
増
淵
龍
夫
「
戦
園
秦
漢
時
代
に
お
け
る
集
園
の
『
約
』
に
つ
い
て
」

(
『
東
方
聞
宇
論
集
』
第
三
、
一
九
五
五
年
、
『
中
園
古
代
の
祉
舎
と
園
家
』

弘
文
堂
、
一
九
六

O
年
)
、
「
左
俸
の
世
界
」
(
『
世
界
の
歴
史
』
三
、
筑
摩

書
房
、
一
九
六

O
年
)

(
6
)

滋
賀
氏
前
掲
論
文
。

(
7〉
本
稿
で
は
盟
を
主
宰
す
る
車
濁
の
個
人
乃
至
は
集
圏
を
主
盟
者
と
稀

し
、
主
盟
者
の
主
宰
す
る
盟
に
従
属
的
に
参
加
す
る
単
溺
或
い
は
複
数
の

個
人
乃
至
は
集
園
を
輿
盟
者
と
稽
す
る
。

〈8
〉
『
左
停
』
所
見
の
「
寡
君
関
命
事
矢
」
な
る
文
言
を
用
い
た
答
擦
と
し

て
は
他
に
隠
入
の
魯
の
衆
仲
の
鮮
、
及
び
信
二
十
八
の
耳
目
の
熊
校
の
僚
が

あ
る
。
い
づ
れ
も

「寡
君
聞
命
科
矢
」
の
一
句
の
前
に
は
相
手
方
の
行
魚
、

後
に
は
答
癖
の
言
明
の
主
鐙
の
側
の
行
震
を
巌
密
に
ふ
り
わ
け
て
絞
述
し

て
い
る
。

(
9
〉
『
左
停
』
に
は
他
に
清
丘
の
盟
(
宣
十
二
)
・
浪
梁
の
盟
(
裏
十
六
〉
・

督
揚
の
盟
(
裏
十
九
)
・
卒
丘
の
盟
(
昭
十
九
)
に
用
い
ら
れ
た
甲
型
載

書
の
契
約
篠
項
の
一
部
分
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
文
言
其
自
慢
か
ら
宣
讃

の
欽
況
を
伺
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
覇
者
と
諸
侯
(
或
い
は
そ
の
代
理

た
る
卿
)
な
る
嘗
事
者
の
構
成
か
ら
し
て
、
主
盟
者
た
る
覇
者
皐
濁
の
宣
一

濁
に
係
る
、
と
解
し
て
支
障
な
き
も
の
と
な
る
。

(
叩
)
『
左
傍
』
に
は
他
に
魯
・
鄭
聞
の
越
の
盟
(
痘
一
元
)
の
載
警
の
傑
件

附
呪
誼
の
部
分
を
保
存
す
る
。

(U
〉

①
以
外
に
は
魯
の
泉
丘
の
女
が
清
丘
の
祉
で
行
な
っ
た
盟
の
載
書

(
昭
十
一
〉

・
魯
の
戚
昭
伯
が
昭
公
の
亡
命
に
際
し
て
従
者
を
輿
盟
者
と
し

て
行
な
っ
た
盟
の
裁
書
(
昭
二
十
五
)
・
宋
の
内
観
の
際
の
二
篠
の
載
書

ハ
友
二
十
六
)
が
あ
る
。

(
ロ
)
王
引
之
『
経
侍
懇
詞
』
径
七
而
に
「
而
、
猶
若
也
、
若
輿
如
古
同

盤
、
故
市
訓
篤
如
、
又
訓
篤
若
」
と
あ
り
、
各
九
所
に
「
所
、
猶
若
也
、

或
也
」
と
あ
り
、
各
々
用
例
を
奉
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
近
人
の
論
考
と

し
て
は
周
法
高
『
中
園
古
代
語
法
・
稽
代
篇
』
〈
中
央
研
究
院
歴
史
語
言

研
究
所
暮
刊
之
三
十
九
、
一
九
五
九
年
〉

三
九
九
l
四

O
ニ
頁
、
楊
樹
達

『
詞
詮
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
二
九
年
〉
の
関
係
箇
庭
、
王
克
仲
「
関
子

先
秦
所
字
詞
性
的
調
査
報
告
」
(
『
古
漢
語
研
究
論
文
集
』
北
京
出
版
社
、

一
九
八
二
年
〉
を
参
照
。

(日〉

何
播
飛
「
四
押
古
誓
僻
」
(
『
大
陸
雑
誌
』
第
二
十
九
巻
第
三
期
、

一
九

六
四
年
)
。
用
例
を
案
ず
る
に
、
何
氏
の
設
が
最
も
適
合
的
で
あ
る
。
「
如

〈
若
)
」
は
、
「
ソ
ム
ク
」
と
訓
讃
す
る
の
が
最
も
通
じ
易
い
が
、
古
い
訓

詰
に
例
詮
が
無
い
故
、『
舎
婆
』
に
従
い
「
ゴ
ト
シ
」
と
訓
讃
し
て
お
く
。

(
凶

)

⑬

l
@
の
他
に
「
所
:
:
:
者
、
有
如
:
:
:
」
な
る
文
言
が
盟
以
外
に

用
い
ら
れ
た
例
と
し
て
は
『
左
停
』
裏
十
八
に
「
有
如
日
」
と
呪
詔
の
み

残
す
も
の
が
あ
る
。

(
時
〉
@
の
用
例
と
し
て
は
、
幽
の
盟
(
荘
十
六

・
二
十
七
)
・
新
城
の
盟
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〈
文
十
四
)
・
轟
牢
の
盟
(
成
五
)
・
馬
陵
の
盟
(
成
七
)
・
難
津
の
盟
(
裏

一ニ〉

・
戯
の
盟
(
裏
九
〉

・
中
分
の
盟
(
衷
九
)
・
宅
の
盟
(
褒
十
一

)
・
重

丘
の
盟
(
袈
二
十
五
)
・
卒
丘
の
盟
〈
昭
十
三
)
・
患
の
盟
(
昭
十
九
)
、

@
の
用
例
と
し
て
は
清
丘
の
盟
(
宣
十
二
)
・
断
道
の
現
(宣
十
七
)
・
蒲

の
盟
(
成
九
)
・
戚
の
盟
(
成
十
五
)
・
何
陵
の
盟
(
成
十
七
)
・
虚
打
の

盟
(
成
十
八
)
が
あ
る
。

(
日
)
⑬
の
二
僚
の
載
蓄
の
う
ち
叫
に
は

「湾
師
出
覚
、
市
不
以
甲
車
三
百

乗
従
我
者
、
有
如
此
盟
」
と
あ
る
。

「我
」
は
宣
讃
者
た
る
賓
が
自
己
を

一
人
稀
で
稀
し
た
も
の
と
な
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
宣
讃
者
た
る
済
に
と

っ
て
の
他
人
た
る
魯
の
行
信
用
を
規
定
し
た
も
の
と
な
り
、

「
而
:
:
:
者
」

な
る
自
己
呪
詔
の
文
言
の
僅
例
に
遁
謄
し
な
い
。
「
我
」
は
「
斉
」
に
改

め
る
.
へ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
似
に
は
「
而
桐
同
制
剖
閥
剖
剛
、
吾
以
共
命

者
、
亦
如
之
」
と
あ
る
が
、
傍
線
部
は
開門
の
行
信用
を
指
し
、
宣
讃
者
た
る

魯
に
と
っ
て
の
他
人
の
行
筋
が

「
市
:
:
:
者
」
に
内
包
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
こ
れ
も
鐙
例
に
合
わ
な
い
。
「
(
湾
)
不
反
我
波
陽
之
田
、
吾
市
以
共

命
者
、
亦
如
之
」
と
で
も
改
め
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
げ〉

角
括
弧
内
の

一
句
を
補
っ
た
。
①
の
ニ
候
の
載
書
と
@
ω
の
契
約
係

項
の
部
分
を
比
較
す
る
と
、
「
〔
主
語
〕
而
(
所
)
木
唯
〔
賓
語
〕
是
〔
動

詞
〕
」
な
る
全
く
同
じ
句
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
剣
明
す
る
。
③

の
二
僚
の
載
書
は
更
に
「
而
或
(
敢
)
有
異
志
者
」
と
、「
者
」
な
る
助

鮮
を
用
い
る
一
句
で
僚
件
節
を
結
束
し
、
呪
祖
を
導
い
て
い
る
。
⑪
刷
の

場
合
は

「
而
或
(
敢
〉
有
異
志
者
」
に
相
嘗
す
る
一
句
が
依
け
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。

(凶
)

戟
園
以
降
の
文
献
に
こ
の
記
事
を
敷
街
し
た
も
の
が
見
え
、
状
況
の

再
構
成
に
傍
設
を
提
供
す
る
も
の
と
な
る
。
『
長
子
春
秋
』
内
篇
橡
上
に

は
以
下
の
如
く
あ
る
。

峯
符
既
獄
薙
公
而
立
景
公
、
特
典
慶
封
相
之
、
劫
諸
賂
軍

・
大
夫
及
額

土

・
笹
川
人
子
太
宮
之
炊
上
、
令
無
得
不
盟
者
、
:
:
:
有
敢
不
盟
者
、
戟

拘
其
頭
、
剣
承
其
心
、
令
自
盟
臼

「
不
奥
屋
慶
而
興
公
室
者
、
受
其
不

祥
、
言
不
疾
、
指
不
至
血
者
死
、
」
所
殺
七
人
、
次
及
妻
子
、
目
安
子
奉

梧
血
、
仰
天
歎
日
「
鳴
乎
、
虚
子
潟
無
道
而
獄
其
君
、
不
興
公
室
而
輿

握
使
者
、
受
此
不
鮮
」
偽
而
飲
血
、

こ
の
記
事
が
、
こ
の
盟
を
「
自
盟
」
と
稽
し
、
奥
盟
者
に
次
を
以
っ
て
宣

讃
せ
し
め
た
、
と
解
し
て
い
る
黙
は
『
舎
築
』
の
解
懇
の
傍
設
と
な
る
。

同
様
の
記
事
は
、
『
後
漢
書
』
鴻
祈
傍
注
引
『
申安
子
春
秋
』
・
『
呂
氏
春
秋
』

知
分
・
『
韓
詩
外
侮
』
二

・
『
新
序
』
義
勇
な
ど
に
見
え
る
。

(ω〉
江
村
治
樹

「
侯
馬
盟
書
考
」
(
『
内
田
吟
風
博
士
頚
議
記
念
東
洋
史
論

叢
』
創
文
祉
、
一
九
八
O
年
〉
参
照
。

(
却
)
『
左
侮
』
昭
三
、
及
び
増
淵
龍
夫

「先
奏
時
代
の
封
建
と
郡
豚
」
(『

一

橋
大
摩
研
究
年
報

・
経
済
摩
研
究
』
E
、
一
九
五
八
年
、
『
中
園
古
代
の

祉
禽
と
園
家
』
弘
文
堂
、
一
九
六

O
年
〉
を
参
照
。

(
幻
)
温
豚
沓
出
載
蓄
に
就
い
て
は
、
董
作
賓
「
必
揚
玉
節
」
(
『
大
陸
雑

誌
』
第
十
省
第
四
期
、
一

九
五
五
年
)
・
陳
夢
家

「河
南
町
船
陽
出
土
戦
図

載
書
」
(
『
考
古
』
一
九
六
六
年
第
五
期
〉

・
張
領

「
侯
馬
盟
書
叢
考
繍
」

(
『
古
文
字
研
究
』
第
一
輯
、
一

九
七
七
年
〉
な
ど
参
照
。
編
曲
仰
は
陳

・
張

に
従
っ
た
。

〈
詑
)
侯
馬
載
書
第
一
類
(
『
侯
馬
』
宗
盟
類
一
〉

・
第
五
類
(
『
侯
馬
』
誼
児

類
)
は
残
欽
が
多
く
遜
解
を
得
難
い
。
ま
た
第
六
類
(
『
侯
馬
』

卜
笈
類
)

は
盟
に
伴
う
卜
盆
の
記
録
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
載
書
で
は
な
い
。

い
ず
れ
も
考
察
を
割
愛
す
る
。
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〈
勾
)
「
其
」
は
「
己
」
の
俵
借
と
解
し
て
お
く
。
『
古
書
虚
字
集
穣
』
巻

七
、
其
を
参
照
。

〈
M
)

な
お
第
二
種
は
凶
・
聞
を
依
い
て
い
る
。

(
お
〉
耳
目
の
麿
に
就
い
て
は
別
稿
に
て
詳
論
す
る
議
定
で
あ
る
。

(
お
)
朱
徳
照

・
菜
錫
圭
「
関
子
侯
馬
盟
書
的
幾
貼
補
四
梓
」(『
文
物
』

一
九

七
二
年
第
八
期
)

(
幻
)

「閑
伐
之
孫
」
の
一
句
を
凶
の
追
放
者
の
中
に
列
す
る
用
例
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は

θ
「
寓
之
行
道
、
弗
殺
」
に
相
蛍
す
る
契
約
係
項
を
聞
の
直
後

に
揺
入
す
る
も
の
、
。
「
寓
之
行
道
、
弗
殺
」
に
相
嘗
す
る
契
約
保
項
を

篇
末
に
と
ど
め
、
之
を
呪
起
で
結
束
す
る
も
の
、
の
二
種
に
細
分
さ
れ

る。
(
お
)
『
史
記
』
耳
百
世
家
「
不
報
斉
者
、
河
伯
覗
之
」
(
『
左
俸
』
宣
十
七
は

「所
不
此
報
、
無
能
渉
河
」
に
作
る
〉
・
『
後
漢
書
』
鴻
街
傍
注
引
『
曇
子

春
秋
』
「
不
奥
握
氏
而
興
公
室
者
、
盟
一
問
視
之
」
な
ど
。
ま
た

『論
語
』

潅
也
に
「
予
所
否
者
、
天
厭
之
、
天
厭
之
」
と
あ
る
は
類
例
と
な
る
。

(mg
『左
俸
』
成
十
三

「
至
〈
郷
至
の
自
稽
〉
敢
不
従
」
は
同
例
で
あ
る
。

(ω)
『
左
停
』
に
は
他
に
宣
十
二
の
鄭
の
降
服

・
成
二
の
斉
の
降
服

・
亥

六
の
湾
悼
公
の
即
位
に
伴
う
盟
に
先
立
つ
口
獄
の
中
に
「
敢
不
」
を
用
い

た
文
言
が
見
え
る
。
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Ａ STUDY OF THE ZAISHU載書（ＣＯＶＥＮＡＮＴ ＤＯＣＵＭＥＮＴＳ）

　　　　　　

OF THE SPRING AND AUTUMN PERIOD

YOSHIMOTO Michimasa

　　

Ｚａｉｓｈｕ.　ａｔ:ｅ

　

documents that were used in the Spring and Autumn

period in the enactment of covenants 盟(contracts binding by an impre-

cation imposing conditions). In thｅ　Ｚｕｏｃｈｕａｎ左傅thereare two kinds of

zaishu, 1) one which is read aloud by the covenant leader alone by which

the leader binds　the participants in the covenant (eχcept himself) by

imposing conditions on them by them by an imprecation and ２）ｏｎｅwhich

is read aloud by every participant in the covenant in which every partici

pant binds himself by imposing conditions on himself by an imprecation.

In addition there is　3) another type oI ｚaiｓｈｕ．one which　has　been

excavated in Ｈｏｕｍａ侯馬in Shanχｉ and in Wenxian 温語in Henan. This

type derives from type 2) and a development in the form of the document

from type 1) through type 2) to type 3) can be ascertained. The fact

that such ａ development can be shown to have taken place is a reflection

of the breakdown of the “cult ｃｏｍｍｕnity”(Kultgenossenschaft) of the

Spring and Autumn period. In the cult community of this period type １）

ｚaiｓｈｕ

　

were

　

employed

　

in

　

the

　

enactment of covenants in which the

covenant participants took part in a subordinate way in offerings presided

over by the covenant leader to specific deities.

ON THE Ｑ£＼NMO隆晒LAND SYSTEM

　　　　　　　　　　　　　　

Watanabe Shin'ichiro

　　

In the pesent study l examine the following questions.　1) Pursuing

the origins of the qianmo land system put into practice by Shang Yang

商軟，l argue with point of departure in the ＱｕｅｓtｉｏｎｓｏｎＷ征 臭問section

of the newly ｅχcavatedＳｕｎｚi孫子that there is ａ line connecting Shang

Yang's land system and the land system of the Warring States period

state of Zhao 趙2）l reconstruct the qianmo system from the ｈａｎｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－1－


